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教 育 基 本 法

平成十八年十二月二十二日法律第百二十号

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更

に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うも

のである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、

公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、

伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育
ひら

の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

（教育の目的）

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者と

して必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ

ならない。

（教育の目標）

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律

の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態

度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の

精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養

うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

（生涯学習の理念）
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第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ

う、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習するこ

とができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければ

ならない。

（教育の機会均等）

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えら

れなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によ

って、教育上差別されない。

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教

育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修

学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

（義務教育）

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育

を受けさせる義務を負う。

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会

において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要

とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、

適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を

徴収しない。

（学校教育）

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団

体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心

身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場

合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずると

ともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなけれ

ばならない。

（大学）

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深



－ Ⅲ －

く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供するこ

とにより、社会の発展に寄与するものとする。

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性

が尊重されなければならない。

（私立学校）

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にか

んがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当

な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

（教員）

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研

究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊

重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなけれ

ばならない。

（家庭教育）

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもので

あって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、

心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学

習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。

（幼児期の教育）

第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ

ることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好

な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

（社会教育）

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国

及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設

置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によっ

て社会教育の振興に努めなければならない。

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの

役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

（政治教育）
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第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければな

らない。

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治

教育その他政治的活動をしてはならない。

（宗教教育）

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会

生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他

宗教的活動をしてはならない。

第三章 教育行政

（教育行政）

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定め

るところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との

適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関

する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じ

た教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財

政上の措置を講じなければならない。

（教育振興基本計画）

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他

必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、

公表しなければならない。

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努

めなければならない。

第四章 法令の制定

第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されな

ければならない。
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学 校 教 育 法（抄）

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号

一部改正：平成十九年六月二十七日法律第九十六号

第二章 義務教育

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成十八年法律

第百二十号）第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範

意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、

その発展に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並

びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊

重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、

進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に

寄与する態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項に

ついて基礎的な理解と技能を養うこと。

五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能

力を養うこと。

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養う

こと。

七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解

し、処理する基礎的な能力を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じ

て体力を養い、心身の調和的発達を図ること。

九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な

理解と技能を養うこと。

十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じ

て将来の進路を選択する能力を養うこと。
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第四章 小学校

第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育

のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な

程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとす

る。

② 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的

な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取

り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよ

う、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活

動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるもの

とする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関

との連携に十分配慮しなければならない。

第三十二条 小学校の修業年限は、六年とする。

第三十三条 小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条及び第三十条の規定

に従い、文部科学大臣が定める。

第八章 特別支援教育

第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、

次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を

必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、

障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

② 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該

当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者

四 弱視者

五 難聴者

六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なも

の
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③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、

特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
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学 校 教 育 法 施 行 規 則（抄）

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号

一部改正：平成二十年三月二十八日文部科学省令第五号

第四章 小学校

第二節 教育課程

第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工

作、家庭及び体育の各教科（以下本節中「各教科」という。）、道徳、外国語活

動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

② 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教

を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代え

ることができる。

第五十一条 小学校の各学年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習

の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授

業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課

程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものと

する。

第五十三条 小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、

これらを合わせて授業を行うことができる。

第五十四条 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児

童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第五十五条 小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必

要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認

める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一

項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十五条の二 文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校

が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当

該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施

する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法（平成十八

年法律第百二十号）及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切で
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あり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定め

る基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めると

ころにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定の全部又は一

部によらないことができる。

第五十六条 小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小

学校を欠席していると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別

の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合

においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五

十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第八章 特別支援教育

第百三十八条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別

支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項、

第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定

にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の

各号のいずれかに該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除

く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場

合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一

条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわ

らず、特別の教育課程によることができる。

一 言語障害者

二 自閉症者

三 情緒障害者

四 弱視者

五 難聴者

六 学習障害者

七 注意欠陥多動性障害者

八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育

を行うことが適当なもの

第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、

児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるとこ

ろにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小

学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中
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等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなす

ことができる。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五十条、第五十一

条及び別表第一の改正規定は平成二十三年四月一日から、第七十二条、第七十三

条、第七十六条、第百七条、別表第二及び別表第四の改正規定は平成二十四年四

月一日から施行する。

別表第一（第五十一条関係）

区 分 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

国 語 306 315 245 245 175 175

社 会 70 90 100 105

算 数 136 175 175 175 175 175

各 教 科 の 理 科 90 105 105 105

生 活 102 105

授 業 時 数 音 楽 68 70 60 60 50 50

図画工作 68 70 60 60 50 50

家 庭 60 55

体 育 102 105 105 105 90 90

道 徳 の 授 業 時 数 34 35 35 35 35 35

外国語活動の授業時数 35 35

総 合 的 な 学 習 の 時 間 70 70 70 70

の 授 業 時 数

特 別 活 動 の 授 業 時 数 34 35 35 35 35 35

総 授 業 時 数 850 910 945 980 980 980

備考

一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給

食に係るものを除く。）に充てるものとする。

三 第五十条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗

教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができ

る。（別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。）



○文部科学省告示第二十七号

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第五十二条の規定に基

づき、小学校学習指導要領（平成十年文部省告示第百七十五号）の全部を次のよ

うに改正し、平成二十三年四月一日から施行する。平成二十一年四月一日から平

成二十三年三月三十一日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例につ

いては、別に定める。

平成二十年三月二十八日

文部科学大臣 渡海 紀三朗
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第１章 総 則

第１ 教育課程編成の一般方針

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章

以下に示すところに従い，児童の人間として調和のとれた育成を目指し，地

域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して，適切な

教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標を達成するよう教育を行

うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童に生きる力

をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して

課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく

むとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実

に努めなければならない。その際，児童の発達の段階を考慮して，児童の言

語活動を充実するとともに，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が

確立するよう配慮しなければならない。

２ 学校における道徳教育は，道徳の時間を 要 として学校の教育活動全体を
かなめ

通じて行うものであり，道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動，総合

的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，児童の発達の段階

を考慮して，適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基

づき，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会に
い

おける具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，

それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図る

とともに，公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他国を

尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のあ
ひら

る日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深

めるとともに，児童が自己の生き方についての考えを深め，家庭や地域社会

との連携を図りながら，集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動な

どの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう

配慮しなければならない。その際，特に児童が基本的な生活習慣，社会生活

上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間としてしてはならないことをし



- 2 -

ないようにすることなどに配慮しなければならない。

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，

学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食

育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康

の保持増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，家庭科，特

別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることと

する。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，

日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じ

て健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなけれ

ばならない。

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項

１ 第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動の内容に関する

事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければな

らない。

２ 学校において特に必要がある場合には，第２章以下に示していない内容を

加えて指導することができる。また，第２章以下に示す内容の取扱いのうち

内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての児童に対して指導するものとす

る内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場

合には，この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場

合には，第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動並びに各

学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童の負担過重となったりすること

のないようにしなければならない。

３ 第２章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動並びに各学年の

内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すもので

はないので，学校においては，その取扱いについて適切な工夫を加えるもの

とする。

４ 学年の目標及び内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容

は，２学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては，

これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ，２学年間を見通して計画

的に指導することとし，特に示す場合を除き，いずれかの学年に分けて，又

はいずれの学年においても指導するものとする。

５ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある

場合には，各教科，道徳及び外国語活動の目標の達成に支障のない範囲内で，

各教科，道徳及び外国語活動の目標及び内容について学年別の順序によらな
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いことができる。

第３ 授業時数等の取扱い

１ 各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各

教科等」という。ただし，１及び３において，特別活動については学級活動

（学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は，年間35週(第１学年に

ついては34週）以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が児童

の負担過重にならないようにするものとする。ただし，各教科等や学習活動

の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授

業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができる。

なお，給食，休憩などの時間については，学校において工夫を加え，適切に

定めるものとする。

２ 特別活動の授業のうち，児童会活動，クラブ活動及び学校行事については，

それらの内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充て

るものとする。

３ 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科等の

年間授業時数を確保しつつ，児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特

質を考慮して適切に定めるものとする。

４ 各学校においては，地域や学校及び児童の実態，各教科等や学習活動の特

質等に応じて，創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することができる。

５ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げ

る各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の

時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事

の実施に替えることができる。

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，

全体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，発展的な指導ができ

るようにすること。

(2) 学年の目標及び内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動につい

ては，当該学年間を見通して，地域や学校及び児童の実態に応じ，児童の

発達の段階を考慮しつつ，効果的，段階的に指導するようにすること。

(3) 各教科の各学年の指導内容については，そのまとめ方や重点の置き方に

適切な工夫を加え，効果的な指導ができるようにすること。
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(4) 児童の実態等を考慮し，指導の効果を高めるため，合科的・関連的な指

導を進めること。

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各教科等の指導に当たっては，児童の思考力，判断力，表現力等をはぐ

くむ観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重

視するとともに，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育

成を図る上で必要な言語環境を整え，児童の言語活動を充実すること。

(2) 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知識及

び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに，児童の興味・関

心を生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

(3) 日ごろから学級経営の充実を図り，教師と児童の信頼関係及び児童相互

の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め，生徒指導の充実を

図ること。

(4) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習の見通しを立てたり学習した

ことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫すること。

(5) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習課題や活動を選択したり，自

らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。

(6) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習内容を確実に身に付けること

ができるよう，学校や児童の実態に応じ，個別指導やグループ別指導，繰

り返し指導，学習内容の習熟の程度に応じた指導，児童の興味・関心等に

応じた課題学習，補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れ

た指導，教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し，個

に応じた指導の充実を図ること。

(7) 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用

しつつ，例えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉等の業務を行う

関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより，

個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，

組織的に行うこと。特に，特別支援学級又は通級による指導については，

教師間の連携に努め，効果的な指導を行うこと。

(8) 海外から帰国した児童などについては，学校生活への適応を図るととも

に，外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うこと。

(9) 各教科等の指導に当たっては，児童がコンピュータや情報通信ネットワ

ークなどの情報手段に慣れ親しみ，コンピュータで文字を入力するなどの

基本的な操作や情報モラルを身に付け，適切に活用できるようにするため

の学習活動を充実するとともに，これらの情報手段に加え視聴覚教材や教
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育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童の主体的，

意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。

(11) 児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに，指導の

過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにす

ること。

(12) 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や

地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，

小学校間，幼稚園や保育所，中学校及び特別支援学校などとの間の連携や

交流を図るとともに，障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高

齢者などとの交流の機会を設けること。
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第２章 各 教 科

第１節 国 語

第１ 目 標

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるととも

に，思考力や想像力及び言語感覚を養い，国語に対する関心を深め国語を尊重す

る態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 相手に応じ，身近なことなどについて，事柄の順序を考えながら話す能

力，大事なことを落とさないように聞く能力，話題に沿って話し合う能力

を身に付けさせるとともに，進んで話したり聞いたりしようとする態度を

育てる。

(2) 経験したことや想像したことなどについて，順序を整理し，簡単な構成

を考えて文や文章を書く能力を身に付けさせるとともに，進んで書こうと

する態度を育てる。

(3) 書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付いたり，想像を広げた

りしながら読む能力を身に付けさせるとともに，楽しんで読書しようとす

る態度を育てる。

２ 内 容

Ａ 話すこと・聞くこと

(1) 話すこと・聞くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 身近なことや経験したことなどから話題を決め，必要な事柄を思い

出すこと。

イ 相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁寧な言葉と普通の言葉との

違いに気を付けて話すこと。

ウ 姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注意して，はっきりした発音

で話すこと。

エ 大事なことを落とさないようにしながら，興味をもって聞くこと。

オ 互いの話を集中して聞き，話題に沿って話し合うこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指
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導するものとする。

ア 事物の説明や経験の報告をしたり，それらを聞いて感想を述べたり

すること。

イ 尋ねたり応答したり，グループで話し合って考えを一つにまとめた

りすること。

ウ 場面に合わせてあいさつをしたり，必要なことについて身近な人と

連絡をし合ったりすること。

エ 知らせたいことなどについて身近な人に紹介したり，それを聞いた

りすること。

Ｂ 書くこと

(1) 書くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 経験したことや想像したことなどから書くことを決め，書こうとす

る題材に必要な事柄を集めること。

イ 自分の考えが明確になるように，事柄の順序に沿って簡単な構成を

考えること。

ウ 語と語や文と文との続き方に注意しながら，つながりのある文や文

章を書くこと。

エ 文章を読み返す習慣を付けるとともに，間違いなどに気付き，正す

こと。

オ 書いたものを読み合い，よいところを見付けて感想を伝え合うこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 想像したことなどを文章に書くこと。

イ 経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを

書くこと。

ウ 身近な事物を簡単に説明する文章などを書くこと。

エ 紹介したいことをメモにまとめたり，文章に書いたりすること。

オ 伝えたいことを簡単な手紙に書くこと。

Ｃ 読むこと

(1) 読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読すること。

イ 時間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読むこ

と。

ウ 場面の様子について，登場人物の行動を中心に想像を広げながら読

むこと。
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エ 文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこと。

オ 文章の内容と自分の経験とを結び付けて，自分の思いや考えをまと

め，発表し合うこと。

カ 楽しんだり知識を得たりするために，本や文章を選んで読むこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 本や文章を楽しんだり，想像を広げたりしながら読むこと。

イ 物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演じたりすること。

ウ 事物の仕組みなどについて説明した本や文章を読むこと。

エ 物語や，科学的なことについて書いた本や文章を読んで，感想を書

くこと。

オ 読んだ本について，好きなところを紹介すること。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導

を通して，次の事項について指導する。

ア 伝統的な言語文化に関する事項

(ｱ) 昔話や神話・伝承などの本や文章の読み聞かせを聞いたり，発表

し合ったりすること。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項

(ｱ) 言葉には，事物の内容を表す働きや，経験したことを伝える働き

があることに気付くこと。

(ｲ) 音節と文字との関係や，アクセントによる語の意味の違いなどに

気付くこと。

(ｳ) 言葉には，意味による語句のまとまりがあることに気付くこと。

(ｴ) 長音，拗音，促音，撥音などの表記ができ，助詞の「は」，「へ」
よう はつ

及び「を」を文の中で正しく使うこと。

(ｵ) 句読点の打ち方や，かぎ（「 」）の使い方を理解して文章の中で

使うこと。

(ｶ) 文の中における主語と述語との関係に注意すること。

(ｷ) 敬体で書かれた文章に慣れること。

ウ 文字に関する事項

(ｱ) 平仮名及び片仮名を読み，書くこと。また，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

(ｲ) 第１学年においては，別表の学年別漢字配当表（以下「学年別漢

字配当表」という。）の第１学年に配当されている漢字を読み，漸
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次書き，文や文章の中で使うこと。

(ｳ) 第２学年においては，学年別漢字配当表の第２学年までに配当さ

れている漢字を読むこと。また，第１学年に配当されている漢字を

書き，文や文章の中で使うとともに，第２学年に配当されている漢

字を漸次書き，文や文章の中で使うこと。

(2) 書写に関する次の事項について指導する。

ア 姿勢や筆記具の持ち方を正しくし，文字の形に注意しながら，丁寧

に書くこと。

イ 点画の長短や方向，接し方や交わり方などに注意して，筆順に従っ

て文字を正しく書くこと。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目 標

(1) 相手や目的に応じ，調べたことなどについて，筋道を立てて話す能力，

話の中心に気を付けて聞く能力，進行に沿って話し合う能力を身に付けさ

せるとともに，工夫をしながら話したり聞いたりしようとする態度を育て

る。

(2) 相手や目的に応じ，調べたことなどが伝わるように，段落相互の関係な

どに注意して文章を書く能力を身に付けさせるとともに，工夫をしながら

書こうとする態度を育てる。

(3) 目的に応じ，内容の中心をとらえたり段落相互の関係を考えたりしなが

ら読む能力を身に付けさせるとともに，幅広く読書しようとする態度を育

てる。

２ 内 容

Ａ 話すこと・聞くこと

(1) 話すこと・聞くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 関心のあることなどから話題を決め，必要な事柄について調べ，要

点をメモすること。

イ 相手や目的に応じて，理由や事例などを挙げながら筋道を立て，丁

寧な言葉を用いるなど適切な言葉遣いで話すこと。

ウ 相手を見たり，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注意したりし

て話すこと。

エ 話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を述べたりすること。

オ 互いの考えの共通点や相違点を考え，司会や提案などの役割を果た

しながら，進行に沿って話し合うこと。
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(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞いて意見を述べた

りすること。

イ 学級全体で話し合って考えをまとめたり，意見を述べ合ったりする

こと。

ウ 図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話したり，聞いたり

すること。

Ｂ 書くこと

(1) 書くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 関心のあることなどから書くことを決め，相手や目的に応じて，書

く上で必要な事柄を調べること。

イ 文章全体における段落の役割を理解し，自分の考えが明確になるよ

うに，段落相互の関係などに注意して文章を構成すること。

ウ 書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要に応じて理由や事

例を挙げて書くこと。

エ 文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこと。

オ 文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直したりすること。

カ 書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さなどについて意見

を述べ合うこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 身近なこと，想像したことなどを基に，詩をつくったり，物語を書

いたりすること。

イ 疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書いたり，学級新聞な

どに表したりすること。

ウ 収集した資料を効果的に使い，説明する文章などを書くこと。

エ 目的に合わせて依頼状，案内状，礼状などの手紙を書くこと。

Ｃ 読むこと

(1) 読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 内容の中心や場面の様子がよく分かるように音読すること。

イ 目的に応じて，中心となる語や文をとらえて段落相互の関係や事実

と意見との関係を考え，文章を読むこと。

ウ 場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性格や気持ちの変化，

情景などについて，叙述を基に想像して読むこと。
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エ 目的や必要に応じて，文章の要点や細かい点に注意しながら読み，

文章などを引用したり要約したりすること。

オ 文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人の感じ方について

違いのあることに気付くこと。

カ 目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 物語や詩を読み，感想を述べ合うこと。

イ 記録や報告の文章，図鑑や事典などを読んで利用すること。

ウ 記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み合うこと。

エ 紹介したい本を取り上げて説明すること。

オ 必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した他の本や文章など

を読むこと。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導

を通して，次の事項について指導する。

ア 伝統的な言語文化に関する事項

(ｱ) 易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思い浮かべたり，リ

ズムを感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること。

(ｲ) 長い間使われてきたことわざや慣用句，故事成語などの意味を知

り，使うこと。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項

(ｱ) 言葉には，考えたことや思ったことを表す働きがあることに気付

くこと。

(ｲ) 漢字と仮名を用いた表記などに関心をもつこと。

(ｳ) 送り仮名に注意して書き，また，活用についての意識をもつこと。

(ｴ) 句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の部分などの必要

な箇所は行を改めて書くこと。

(ｵ) 表現したり理解したりするために必要な語句を増し，また，語句

には性質や役割の上で類別があることを理解すること。

(ｶ) 表現したり理解したりするために必要な文字や語句について，辞

書を利用して調べる方法を理解し，調べる習慣を付けること。

(ｷ) 修飾と被修飾との関係など，文の構成について初歩的な理解をも

つこと。

(ｸ) 指示語や接続語が文と文との意味のつながりに果たす役割を理解
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し，使うこと。

ウ 文字に関する事項

(ｱ) 第３学年においては，日常使われている簡単な単語について，ロ

ーマ字で表記されたものを読み，また，ローマ字で書くこと。

(ｲ) 第３学年及び第４学年の各学年においては，学年別漢字配当表の

当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また，当該学年の

前の学年までに配当されている漢字を書き，文や文章の中で使うと

ともに，当該学年に配当されている漢字を漸次書き，文や文章の中

で使うこと。

(ｳ) 漢字のへん，つくりなどの構成についての知識をもつこと。

(2) 書写に関する次の事項について指導する。

ア 文字の組立て方を理解し，形を整えて書くこと。

イ 漢字や仮名の大きさ，配列に注意して書くこと。

ウ 点画の種類を理解するとともに，毛筆を使用して筆圧などに注意し

て書くこと。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1) 目的や意図に応じ，考えたことや伝えたいことなどについて，的確に話

す能力，相手の意図をつかみながら聞く能力，計画的に話し合う能力を身

に付けさせるとともに，適切に話したり聞いたりしようとする態度を育て

る。

(2) 目的や意図に応じ，考えたことなどを文章全体の構成の効果を考えて文

章に書く能力を身に付けさせるとともに，適切に書こうとする態度を育て

る。

(3) 目的に応じ，内容や要旨をとらえながら読む能力を身に付けさせるとと

もに，読書を通して考えを広げたり深めたりしようとする態度を育てる。

２ 内 容

Ａ 話すこと・聞くこと

(1) 話すこと・聞くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 考えたことや伝えたいことなどから話題を決め，収集した知識や情

報を関係付けること。

イ 目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わるように話の構成を工夫し

ながら，場に応じた適切な言葉遣いで話すこと。

ウ 共通語と方言との違いを理解し，また，必要に応じて共通語で話す
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こと。

エ 話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意見と比べるなどして考

えをまとめること。

オ 互いの立場や意図をはっきりさせながら，計画的に話し合うこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 資料を提示しながら説明や報告をしたり，それらを聞いて助言や提

案をしたりすること。

イ 調べたことやまとめたことについて，討論などをすること。

ウ 事物や人物を推薦したり，それを聞いたりすること。

Ｂ 書くこと

(1) 書くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 考えたことなどから書くことを決め，目的や意図に応じて，書く事

柄を収集し，全体を見通して事柄を整理すること。

イ 自分の考えを明確に表現するため，文章全体の構成の効果を考える

こと。

ウ 事実と感想，意見などとを区別するとともに，目的や意図に応じて

簡単に書いたり詳しく書いたりすること。

エ 引用したり，図表やグラフなどを用いたりして，自分の考えが伝わ

るように書くこと。

オ 表現の効果などについて確かめたり工夫したりすること。

カ 書いたものを発表し合い，表現の仕方に着目して助言し合うこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 経験したこと，想像したことなどを基に，詩や短歌，俳句をつくっ

たり，物語や随筆などを書いたりすること。

イ 自分の課題について調べ，意見を記述した文章や活動を報告した文

章などを書いたり編集したりすること。

ウ 事物のよさを多くの人に伝えるための文章を書くこと。

Ｃ 読むこと

(1) 読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 自分の思いや考えが伝わるように音読や朗読をすること。

イ 目的に応じて，本や文章を比べて読むなど効果的な読み方を工夫す

ること。

ウ 目的に応じて，文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり，事



- 14 -

実と感想，意見などとの関係を押さえ，自分の考えを明確にしながら

読んだりすること。

エ 登場人物の相互関係や心情，場面についての描写をとらえ，優れた

叙述について自分の考えをまとめること。

オ 本や文章を読んで考えたことを発表し合い，自分の考えを広げたり

深めたりすること。

カ 目的に応じて，複数の本や文章などを選んで比べて読むこと。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 伝記を読み，自分の生き方について考えること。

イ 自分の課題を解決するために，意見を述べた文章や解説の文章など

を利用すること。

ウ 編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読むこと。

エ 本を読んで推薦の文章を書くこと。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導

を通して，次の事項について指導する。

ア 伝統的な言語文化に関する事項

(ｱ) 親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語調の文章について，内

容の大体を知り，音読すること。

(ｲ) 古典について解説した文章を読み，昔の人のものの見方や感じ方

を知ること。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項

(ｱ) 話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。

(ｲ) 時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いに気付くこ

と。

(ｳ) 送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書くこと。

(ｴ) 語句の構成，変化などについての理解を深め，また，語句の由来

などに関心をもつこと。

(ｵ) 文章の中での語句と語句との関係を理解すること。

(ｶ) 語感，言葉の使い方に対する感覚などについて関心をもつこと。

(ｷ) 文や文章にはいろいろな構成があることについて理解すること。

(ｸ) 日常よく使われる敬語の使い方に慣れること。

(ｹ) 比喩や反復などの表現の工夫に気付くこと。
ゆ

ウ 文字に関する事項
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(ｱ) 第５学年及び第６学年の各学年においては，学年別漢字配当表の

当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また，当該学年の

前の学年までに配当されている漢字を書き，文や文章の中で使うと

ともに，当該学年に配当されている漢字を漸次書き，文や文章の中

で使うこと。

(ｲ) 仮名及び漢字の由来，特質などについて理解すること。

(2) 書写に関する次の事項について指導する。

ア 用紙全体との関係に注意し，文字の大きさや配列などを決めるとと

もに，書く速さを意識して書くこと。

イ 目的に応じて使用する筆記具を選び，その特徴を生かして書くこと。

ウ 毛筆を使用して，穂先の動きと点画のつながりを意識して書くこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学年の内容の指導については，必要に応じて当該学年より前の

学年において初歩的な形で取り上げたり，その後の学年で程度を高めて取

り上げたりして，弾力的に指導することができるようにすること。

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ

読むこと」及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に示す事

項については，相互に密接に関連付けて指導するようにするとともに，そ

れぞれの能力が偏りなく養われるようにすること。その際，学校図書館な

どを計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。また，児童が

情報機器を活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高めるよう工夫

すること。

(3) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」に関する指導について

は，意図的，計画的に指導する機会が得られるように，第１学年及び第２

学年では年間35単位時間程度，第３学年及び第４学年では年間30単位時間

程度，第５学年及び第６学年では年間25単位時間程度を配当すること。そ

の際，音声言語のための教材を活用するなどして指導の効果を高めるよう

工夫すること。

(4) 第２の各学年の内容の「Ｂ書くこと」に関する指導については，第１学

年及び第２学年では年間100単位時間程度，第３学年及び第４学年では年

間85単位時間程度，第５学年及び第６学年では年間55単位時間程度を配当

すること。その際，実際に文章を書く活動をなるべく多くすること。

(5) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指導については，読書意
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欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行うようにするとともに，

他の教科における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて

行うこと。学校図書館の利用に際しては，本の題名や種類などに注目した

り，索引を利用して検索をしたりするなどにより，必要な本や資料を選ぶ

ことができるように指導すること。なお，児童の読む図書については，人

間形成のため幅広く，偏りがないように配慮して選定すること。

(6) 低学年においては，生活科などとの関連を積極的に図り，指導の効果を

高めるようにすること。特に第１学年においては，幼稚園教育における言

葉に関する内容などとの関連を考慮すること。

(7) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，国語科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の各学年の内容の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に

ついては，次のとおり取り扱うものとする。

(1) 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の(1)に示す事項につ

いては，次のとおり取り扱うこと。

ア 特定の事項をまとめて指導したり，繰り返して指導したりすることが

必要な場合については，特にそれだけを取り上げて学習させるよう配慮

すること。

イ 伝統的な言語文化に関する指導については，各学年で行い，古典に親

しめるよう配慮すること。

ウ 漢字の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱

うこと。

(ｱ) 学年ごとに配当されている漢字は，児童の学習負担に配慮しつつ，

必要に応じて，当該学年以前の学年又は当該学年以降の学年において

指導することもできること。

(ｲ) 当該学年より後の学年に配当されている漢字及びそれ以外の漢字に

ついては，振り仮名を付けるなど，児童の学習負担に配慮しつつ提示

することができること。

(ｳ) 漢字の指導においては，学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準

とすること。

(2) 硬筆を使用する書写の指導は各学年で行い，毛筆を使用する書写の指導

は第３学年以上の各学年で行うこと。また，毛筆を使用する書写の指導は

硬筆による書写の能力の基礎を養うよう指導し，文字を正しく整えて書く

ことができるようにするとともに，各学年年間30単位時間程度を配当する
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こと。

３ 教材については，次の事項に留意するものとする。

(1) 教材は，話すこと・聞くことの能力，書くことの能力及び読むことの能

力などを偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成を通して読書習慣を

形成することをねらいとし，児童の発達の段階に即して適切な話題や題材

を精選して調和的に取り上げること。また，第２の各学年の内容の「Ａ話

すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」のそれぞれの(2)

に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定すること。

(2) 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。

ア 国語に対する関心を高め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つこ

と。

イ 伝え合う力，思考力や想像力及び言語感覚を養うのに役立つこと。

ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てるのに役立つこと。

エ 科学的，論理的な見方や考え方をする態度を育て，視野を広げるのに

役立つこと。

オ 生活を明るくし，強く正しく生きる意志を育てるのに役立つこと。

カ 生命を尊重し，他人を思いやる心を育てるのに役立つこと。

キ 自然を愛し，美しいものに感動する心を育てるのに役立つこと。

ク 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと。

ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し，国家，社会の発展を願う態度

を育てるのに役立つこと。

コ 世界の風土や文化などを理解し，国際協調の精神を養うのに役立つこ

と。

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材については，説明的な文章

や文学的な文章などの文章形態を調和的に取り扱うこと。
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別 表

学 年 別 漢 字 配 当 表

一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝 学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見

第

五 口 校 左 三 山 子 四 糸 字 耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森

一

人 水 正 生 青 夕 石 赤 千 川 先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫

学

町 天 田 土 二 日 入 年 白 八 百 文 木 本 名 目 立 力 林 六

年

（80字）

引 羽 雲 園 遠 何 科 夏 家 歌 画 回 会 海 絵 外 角 楽 活 間

丸 岩 顔 汽 記 帰 弓 牛 魚 京 強 教 近 兄 形 計 元 言 原 戸

古 午 後 語 工 公 広 交 光 考 行 高 黄 合 谷 国 黒 今 才 細

第

作 算 止 市 矢 姉 思 紙 寺 自 時 室 社 弱 首 秋 週 春 書 少

二

場 色 食 心 新 親 図 数 西 声 星 晴 切 雪 船 線 前 組 走 多

学

太 体 台 地 池 知 茶 昼 長 鳥 朝 直 通 弟 店 点 電 刀 冬 当

年

東 答 頭 同 道 読 内 南 肉 馬 売 買 麦 半 番 父 風 分 聞 米

歩 母 方 北 毎 妹 万 明 鳴 毛 門 夜 野 友 用 曜 来 里 理 話

（160字）

悪 安 暗 医 委 意 育 員 院 飲 運 泳 駅 央 横 屋 温 化 荷 界
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開 階 寒 感 漢 館 岸 起 期 客 究 急 級 宮 球 去 橋 業 曲 局

銀 区 苦 具 君 係 軽 血 決 研 県 庫 湖 向 幸 港 号 根 祭 皿

仕 死 使 始 指 歯 詩 次 事 持 式 実 写 者 主 守 取 酒 受 州

拾 終 習 集 住 重 宿 所 暑 助 昭 消 商 章 勝 乗 植 申 身 神

第

真 深 進 世 整 昔 全 相 送 想 息 速 族 他 打 対 待 代 第 題

三

炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 投 豆 島

学

湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂 板 皮 悲 美 鼻 筆

年

氷 表 秒 病 品 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面 問 役 薬

由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路 和

（200字）

愛 案 以 衣 位 囲 胃 印 英 栄 塩 億 加 果 貨 課 芽 改 械 害

街 各 覚 完 官 管 関 観 願 希 季 紀 喜 旗 器 機 議 求 泣 救

給 挙 漁 共 協 鏡 競 極 訓 軍 郡 径 型 景 芸 欠 結 建 健 験

第 固 功 好 候 航 康 告 差 菜 最 材 昨 札 刷 殺 察 参 産 散 残

四 士 氏 史 司 試 児 治 辞 失 借 種 周 祝 順 初 松 笑 唱 焼 象

学 照 賞 臣 信 成 省 清 静 席 積 折 節 説 浅 戦 選 然 争 倉 巣

年 束 側 続 卒 孫 帯 隊 達 単 置 仲 貯 兆 腸 低 底 停 的 典 伝

徒 努 灯 堂 働 特 得 毒 熱 念 敗 梅 博 飯 飛 費 必 票 標 不
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夫 付 府 副 粉 兵 別 辺 変 便 包 法 望 牧 末 満 未 脈 民 無

約 勇 要 養 浴 利 陸 良 料 量 輪 類 令 冷 例 歴 連 老 労 録

（200字）

圧 移 因 永 営 衛 易 益 液 演 応 往 桜 恩 可 仮 価 河 過 賀

快 解 格 確 額 刊 幹 慣 眼 基 寄 規 技 義 逆 久 旧 居 許 境

均 禁 句 群 経 潔 件 券 険 検 限 現 減 故 個 護 効 厚 耕 鉱

第 構 興 講 混 査 再 災 妻 採 際 在 財 罪 雑 酸 賛 支 志 枝 師

五 資 飼 示 似 識 質 舎 謝 授 修 述 術 準 序 招 承 証 条 状 常

学 情 織 職 制 性 政 勢 精 製 税 責 績 接 設 舌 絶 銭 祖 素 総

年 造 像 増 則 測 属 率 損 退 貸 態 団 断 築 張 提 程 適 敵 統

銅 導 徳 独 任 燃 能 破 犯 判 版 比 肥 非 備 俵 評 貧 布 婦

富 武 復 複 仏 編 弁 保 墓 報 豊 防 貿 暴 務 夢 迷 綿 輸 余

預 容 略 留 領 （185字）

異 遺 域 宇 映 延 沿 我 灰 拡 革 閣 割 株 干 巻 看 簡 危 机

揮 貴 疑 吸 供 胸 郷 勤 筋 系 敬 警 劇 激 穴 絹 権 憲 源 厳

己 呼 誤 后 孝 皇 紅 降 鋼 刻 穀 骨 困 砂 座 済 裁 策 冊 蚕

第

至 私 姿 視 詞 誌 磁 射 捨 尺 若 樹 収 宗 就 衆 従 縦 縮 熟

六
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純 処 署 諸 除 将 傷 障 城 蒸 針 仁 垂 推 寸 盛 聖 誠 宣 専

学

泉 洗 染 善 奏 窓 創 装 層 操 蔵 臓 存 尊 宅 担 探 誕 段 暖

年

値 宙 忠 著 庁 頂 潮 賃 痛 展 討 党 糖 届 難 乳 認 納 脳 派

拝 背 肺 俳 班 晩 否 批 秘 腹 奮 並 陛 閉 片 補 暮 宝 訪 亡

忘 棒 枚 幕 密 盟 模 訳 郵 優 幼 欲 翌 乱 卵 覧 裏 律 臨 朗

論 （181字）
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第２節 社 会

第１ 目 標

社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育

て，国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資

質の基礎を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目 標

(1) 地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活や良好な生活環境及び

安全を守るための諸活動について理解できるようにし，地域社会の一員と

しての自覚をもつようにする。

(2) 地域の地理的環境，人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働

きについて理解できるようにし，地域社会に対する誇りと愛情を育てるよ

うにする。

(3) 地域における社会的事象を観察，調査するとともに，地図や各種の具体

的資料を効果的に活用し，地域社会の社会的事象の特色や相互の関連など

について考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるように

する。

２ 内 容

(1) 自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，町，村）について，次のこ

とを観察，調査したり白地図にまとめたりして調べ，地域の様子は場所に

よって違いがあることを考えるようにする。

ア 身近な地域や市（区，町，村）の特色ある地形，土地利用の様子，主

な公共施設などの場所と働き，交通の様子，古くから残る建造物など

(2) 地域の人々の生産や販売について，次のことを見学したり調査したりし

て調べ，それらの仕事に携わっている人々の工夫を考えるようにする。

ア 地域には生産や販売に関する仕事があり，それらは自分たちの生活を

支えていること。

イ 地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域など

とのかかわり

(3) 地域の人々の生活にとって必要な飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の
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処理について，次のことを見学，調査したり資料を活用したりして調べ，

これらの対策や事業は地域の人々の健康な生活や良好な生活環境の維持と

向上に役立っていることを考えるようにする。

ア 飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業と

のかかわり

イ これらの対策や事業は計画的，協力的に進められていること。

(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調

査したり資料を活用したりして調べ，人々の安全を守るための関係機関の

働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えるように

する。

ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めているこ

と。

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっているこ

と。

(5) 地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年表にまとめ

たりして調べ，人々の生活の変化や人々の願い，地域の人々の生活の向上

に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。

ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮ら

しの様子

イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事

ウ 地域の発展に尽くした先人の具体的事例

(6) 県（都，道，府）の様子について，次のことを資料を活用したり白地図

にまとめたりして調べ，県（都，道，府）の特色を考えるようにする。

ア 県（都，道，府）内における自分たちの市（区，町，村）及び我が国

における自分たちの県（都，道，府）の地理的位置，47都道府県の名称

と位置

イ 県（都，道，府）全体の地形や主な産業の概要，交通網の様子や主な

都市の位置

ウ 県（都，道，府）内の特色ある地域の人々の生活

エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのかかわり

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)については，方位や主な地図記号について扱うものとする。

(2) 内容の(2)のイについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア 「生産」については，農家，工場などの中から選択して取り上げるこ

と。
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イ 「販売」については，商店を取り上げ，販売者の側の工夫を消費者の

側の工夫と関連付けて扱うようにすること。

ウ 「国内の他地域など」については，外国とのかかわりにも気付くよう

配慮すること。

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア 「飲料水，電気，ガス」については，それらの中から選択して取り上

げ，節水や節電などの資源の有効な利用についても扱うこと。

イ 「廃棄物の処理」については，ごみ，下水のいずれかを選択して取り

上げ，廃棄物を資源として活用していることについても扱うこと。

(4) 内容の(4)の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選

択して取り上げ，「事故の防止」については，交通事故などの事故防

止や防犯を取り上げるものとする。

(5) 内容の(3)及び(4)にかかわって，地域の社会生活を営む上で大切

な法やきまりについて扱うものとする。

(6) 内容の(5)のウの「具体的事例」については，開発，教育，文化，産業

などの地域の発展に尽くした先人の中から選択して取り上げるものとす

る。

(7) 内容の(6)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア ウについては，自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活用

している地域を取り上げること。その際，伝統的な工業などの地場産業

の盛んな地域を含めること。

イ エについては，我が国や外国には国旗があることを理解させ，それを

尊重する態度を育てるよう配慮すること。

〔第５学年〕

１ 目 標

(1) 我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解でき

るようにし，環境の保全や自然災害の防止の重要性について関心を深め，

国土に対する愛情を育てるようにする。

(2) 我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるよう

にし，我が国の産業の発展や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，統計などの各

種の基礎的資料を効果的に活用し，社会的事象の意味について考える力，

調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにする。

２ 内 容
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(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資

料などを活用して調べ，国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をも

っていることを考えるようにする。

ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土

イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地域の人々の生

活

ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ

エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止

(2) 我が国の農業や水産業について，次のことを調査したり地図や地球儀，

資料などを活用したりして調べ，それらは国民の食料を確保する重要な役

割を果たしていることや自然環境と深いかかわりをもって営まれているこ

とを考えるようにする。

ア 様々な食料生産が国民の食生活を支えていること，食料の中には外国

から輸入しているものがあること。

イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など

ウ 食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消費地を結ぶ運

輸などの働き

(3) 我が国の工業生産について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料

などを活用したりして調べ，それらは国民生活を支える重要な役割を果た

していることを考えるようにする。

ア 様々な工業製品が国民生活を支えていること。

イ 我が国の各種の工業生産や工業地域の分布など

ウ 工業生産に従事している人々の工夫や努力，工業生産を支える貿易や

運輸などの働き

(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査し

たり資料を活用したりして調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影響

を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるように

する。

ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり

イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの「主な国」については，近隣の諸国を含めて取り上げるものとす

ること。その際，我が国や諸外国には国旗があることを理解するととも

に，それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。
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イ イの「自然条件から見て特色ある地域」については，事例地を選択し

て取り上げ，自然環境に適応しながら生活している人々の工夫を具体的

に扱うこと。

ウ ウについては，大気の汚染，水質の汚濁などの中から具体的事例を選

択して取り上げること。

エ エについては，我が国の国土保全等の観点から扱うようにし，森林資

源の育成や保護に従事している人々の工夫や努力及び環境保全のための

国民一人一人の協力の必要性に気付くよう配慮すること。

(2) 内容の(2)のウについては，農業や水産業の盛んな地域の具体的事例を

通して調べることとし，稲作のほか，野菜，果物，畜産物，水産物などの

生産の中から一つを取り上げるものとする。

(3) 内容の(3)のウについては，工業の盛んな地域の具体的事例を通して調

べることとし，金属工業，機械工業，石油化学工業，食料品工業などの中

から一つを取り上げるものとする。

(4) 内容の(2)のウ及び(3)のウにかかわって，価格や費用，交通網について

取り扱うものとする。

(5) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，放送，新聞などの中から選択して取り上げること。

イ イについては，情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向

上に努めている教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り上げ

ること。

〔第６学年〕

１ 目 標

(1) 国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産につ

いて興味・関心と理解を深めるようにするとともに，我が国の歴史や伝統

を大切にし，国を愛する心情を育てるようにする。

(2) 日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関係

の深い国の生活や国際社会における我が国の役割を理解できるようにし，

平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きていくことが大切で

あることを自覚できるようにする。

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，年表などの各

種の基礎的資料を効果的に活用し，社会的事象の意味をより広い視野から

考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにする。

２ 内 容
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(1) 我が国の歴史上の主な事象について，人物の働きや代表的な文化遺産を

中心に遺跡や文化財，資料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意味を考える

ようにするとともに，自分たちの生活の歴史的背景，我が国の歴史や先人

の働きについて理解と関心を深めるようにする。

ア 狩猟・採集や農耕の生活，古墳について調べ，大和朝廷による国土の

統一の様子が分かること。その際，神話・伝承を調べ，国の形成に関す

る考え方などに関心をもつこと。

イ 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子，貴族の生活について

調べ，天皇を中心とした政治が確立されたことや日本風の文化が起こっ

たことが分かること。

ウ 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いについて調べ，武士によ
かまくら

る政治が始まったことが分かること。

エ 京都の室町に幕府が置かれたころの代表的な建造物や絵画について調

べ，室町文化が生まれたことが分かること。

オ キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一，江戸幕府の始まり，参勤
お だ とよとみ

交代，鎖国について調べ，戦国の世が統一され，身分制度が確立し武士

による政治が安定したことが分かること。

カ 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学について調べ，町人の文化が栄え新しい
か ぶ き らんがく

学問が起こったことが分かること。

キ 黒船の来航，明治維新，文明開化などについて調べ，廃藩置県や四民

平等などの諸改革を行い，欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めたこ

とが分かること。

ク 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正，科学の発展な
にっしん

どについて調べ，我が国の国力が充実し国際的地位が向上したことが分

かること。

ケ 日華事変，我が国にかかわる第二次世界大戦，日本国憲法の制定，オ

リンピックの開催などについて調べ，戦後我が国は民主的な国家として

出発し，国民生活が向上し国際社会の中で重要な役割を果たしてきたこ

とが分かること。

(2) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したり

して調べ，国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るため

に大切な働きをしていること，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基

本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。

ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。

イ 日本国憲法は，国家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務
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など国家や国民生活の基本を定めていること。

(3) 世界の中の日本の役割について，次のことを調査したり地図や地球儀，

資料などを活用したりして調べ，外国の人々と共に生きていくためには異

なる文化や習慣を理解し合うことが大切であること，世界平和の大切さと

我が国が世界において重要な役割を果たしていることを考えるようにす

る。

ア 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活の様子

イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力

している国際連合の働き

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア 児童の興味・関心を重視し，取り上げる人物や文化遺産の重点の置き

方に工夫を加えるなど，精選して具体的に理解できるようにすること。

その際，ケの指導に当たっては，児童の発達の段階を考慮すること。

イ 歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をもち伝統や文化をはぐく

んできたこと，我が国の歴史は政治の中心地や世の中の様子などによっ

て幾つかの時期に分けられることに気付くようにすること。

ウ アの「神話・伝承」については，古事記，日本書紀，風土記などの中

から適切なものを取り上げること。

エ アからクまでについては，例えば，次に掲げる人物を取り上げ，人物

の働きを通して学習できるように指導すること。

卑弥呼，聖徳太子，小野妹子，中大兄皇子，中臣鎌足，聖武天皇，行基，
ひ み こ しょうとくたい し お ののいも こ なかのおおえのおう じ なかとみのかまたり しょう む ぎょう き

鑑真，藤原道長， 紫 式部，清少納言， 平 清盛， 源 頼朝， 源 義経，
がんじん ふじわらのみちなが むらさきしき ぶ せいしょう な ごん たいらのきよもり みなもとのよりとも みなもとのよしつね

北条時宗，足利義満，足利義政，雪舟，ザビエル，織田信長，豊臣秀吉，
ほうじょうときむね あしかがよしみつ あしかがよしまさ せっしゅう お だ のぶなが とよとみひでよし

徳川家康，徳川家光，近松門左衛門，歌川（安藤）広重，本居宣長，
とくがわいえやす とくがわいえみつ ちかまつもん ざ え もん うたがわ あんどう ひろしげ もとおりのりなが

杉田玄白，伊能忠敬，ペリー，勝海舟，西郷隆盛，大久保利通，木戸孝允，
すぎ た げんぱく い のうただたか かつかいしゅう さいごうたかもり おお く ぼ としみち き ど たかよし

明治天皇，福沢諭吉，大隈重信，板垣退助，伊藤博文，陸奥宗光，
ふくざわ ゆ きち おおくましげのぶ いたがきたいすけ い とうひろぶみ む つ むねみつ

東郷平八郎，小村寿太郎，野口英世
とうごうへいはちろう こ むらじゅ た ろう の ぐちひで よ

オ アからケまでについては，例えば，国宝，重要文化財に指定されてい

るものや，そのうち世界文化遺産に登録されているものなどを取り上げ，

我が国の代表的な文化遺産を通して学習できるように配慮すること。

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア 政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には，各々の国

民の祝日に関心をもち，その意義を考えさせるよう配慮すること。

イ 国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所の三権相互の
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関連，国民の司法参加，租税の役割などについても扱うようにすること。

ウ アの「地方公共団体や国の政治の働き」については，社会保障，災害

復旧の取組，地域の開発などの中から選択して取り上げ，具体的に調べ

られるようにすること。

エ イの「天皇の地位」については，日本国憲法に定める天皇の国事に関

する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ，歴史に関す

る学習との関連も図りながら，天皇についての理解と敬愛の念を深める

ようにすること。また，イの「国民としての権利及び義務」については，

参政権，納税の義務などを取り上げること。

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，我が国とつながりが深い国から数か国を取り上げるこ

と。その際，それらの中から児童が一か国を選択して調べるよう配慮し，

様々な外国の文化を具体的に理解できるようにするとともに，我が国や

諸外国の伝統や文化を尊重しようとする態度を養うこと。

イ イの「国際交流」についてはスポーツ，文化の中から，「国際協力」

については教育，医学，農業などの分野で世界に貢献している事例の中

から，それぞれ選択して取り上げ，国際社会における我が国の役割を具

体的に考えるようにすること。

ウ イの「国際連合の働き」については，網羅的，抽象的な扱いにならな

いよう，ユニセフやユネスコの身近な活動を取り上げて具体的に調べる

ようにすること。

エ ア及びイについては，我が国の国旗と国歌の意義を理解させ，これを

尊重する態度を育てるとともに，諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する

態度を育てるよう配慮すること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学

習に取り組めるようにするとともに，観察や調査・見学などの体験的な活

動やそれに基づく表現活動の一層の充実を図ること。

(2) 博物館や郷土資料館等の施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国

土の遺跡や文化財などの観察や調査を取り入れるようにすること。

(3) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，資料の収集・

活用・整理などを行うようにすること。また，第４学年以降においては，

教科用図書「地図」を活用すること。
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(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学年の指導については，児童の発達の段階を考慮し社会的事象を公正

に判断できるようにするとともに，個々の児童に社会的な見方や考え方が

養われるようにすること。

(2) 各学年において，地図や統計資料などを効果的に活用し，我が国の都道

府県の名称と位置を身に付けることができるように工夫して指導するこ

と。
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第３節 算 数

第１ 目 標

算数的活動を通して，数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を

身に付け，日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え，表現する能力を

育てるとともに，算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き，進んで生

活や学習に活用しようとする態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年〕

１ 目 標

(1) 具体物を用いた活動などを通して，数についての感覚を豊かにする。数

の意味や表し方について理解できるようにするとともに，加法及び減法の

意味について理解し，それらの計算の仕方を考え，用いることができるよ

うにする。

(2) 具体物を用いた活動などを通して，量とその測定についての理解の基礎

となる経験を重ね，量の大きさについての感覚を豊かにする。

(3) 具体物を用いた活動などを通して，図形についての理解の基礎となる経

験を重ね，図形についての感覚を豊かにする。

(4) 具体物を用いた活動などを通して，数量やその関係を言葉，数，式，図

などに表したり読み取ったりすることができるようにする。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) ものの個数を数えることなどの活動を通して，数の意味について理解

し，数を用いることができるようにする。

ア ものとものとを対応させることによって，ものの個数を比べること。

イ 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。

ウ 数の大小や順序を考えることによって，数の系列を作ったり，数直

線の上に表したりすること。

エ 一つの数をほかの数の和や差としてみるなど，ほかの数と関係付け

てみること。

オ ２位数の表し方について理解すること。

カ 簡単な場合について，３位数の表し方を知ること。
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キ 数を十を単位としてみること。

(2) 加法及び減法の意味について理解し，それらを用いることができるよ

うにする。

ア 加法及び減法が用いられる場合について知ること。

イ １位数と１位数との加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，そ

れらの計算が確実にできること。

ウ 簡単な場合について，２位数などの加法及び減法の計算の仕方を考

えること。

Ｂ 量と測定

(1) 大きさを比較するなどの活動を通して，量とその測定についての理解

の基礎となる経験を豊かにする。

ア 長さ，面積，体積を直接比べること。

イ 身の回りにあるものの大きさを単位として，その幾つ分かで大きさ

を比べること。

(2) 日常生活の中で時刻を読むことができるようにする。

Ｃ 図 形

(1) 身の回りにあるものの形についての観察や構成などの活動を通して，

図形についての理解の基礎となる経験を豊かにする。

ア ものの形を認めたり，形の特徴をとらえたりすること。

イ 前後，左右，上下など方向や位置に関する言葉を正しく用いて，も

のの位置を言い表すこと。

Ｄ 数量関係

(1) 加法及び減法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりす

ることができるようにする。

(2) ものの個数を絵や図などを用いて表したり読み取ったりすることがで

きるようにする。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 具体物をまとめて数えたり等分したりし，それを整理して表す活動

イ 計算の意味や計算の仕方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，図

を用いたりして表す活動

ウ 身の回りにあるものの長さ，面積，体積を直接比べたり，他のもの

を用いて比べたりする活動
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エ 身の回りから，いろいろな形を見付けたり，具体物を用いて形を作

ったり分解したりする活動

オ 数量についての具体的な場面を式に表したり，式を具体的な場面に

結び付けたりする活動

〔用語・記号〕

一の位 十の位 ＋ － ＝

〔第２学年〕

１ 目 標

(1) 具体物を用いた活動などを通して，数についての感覚を豊かにする。数

の意味や表し方についての理解を深めるとともに，加法及び減法について

の理解を深め，用いることができるようにする。また，乗法の意味につい

て理解し，その計算の仕方を考え，用いることができるようにする。

(2) 具体物を用いた活動などを通して，長さや体積などの単位と測定につい

て理解できるようにし，量の大きさについての感覚を豊かにする。

(3) 具体物を用いた活動などを通して，三角形や四角形などの図形について

理解できるようにし，図形についての感覚を豊かにする。

(4) 具体物を用いた活動などを通して，数量やその関係を言葉，数，式，図，

表，グラフなどに表したり読み取ったりすることができるようにする。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) 数の意味や表し方について理解し，数を用いる能力を伸ばす。

ア 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり，分類して数えたりするこ

と。

イ ４位数までについて，十進位取り記数法による数の表し方及び数の

大小や順序について理解すること。

ウ 数を十や百を単位としてみるなど，数の相対的な大きさについて理

解すること。

エ 一つの数をほかの数の積としてみるなど，ほかの数と関係付けてみ

ること。

オ ， など簡単な分数について知ること。

(2) 加法及び減法についての理解を深め，それらを用いる能力を伸ばす。

ア ２位数の加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算

１

２

１

４
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が１位数などについての基本的な計算を基にしてできることを理解

し，それらの計算が確実にできること。また，それらの筆算の仕方に

ついて理解すること。

イ 簡単な場合について，３位数などの加法及び減法の計算の仕方を考

えること。

ウ 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考

えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。

(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 乗法が用いられる場合について知ること。

イ 乗法に関して成り立つ簡単な性質を調べ，それを乗法九九を構成し

たり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。

ウ 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にで

きること。

エ 簡単な場合について，２位数と１位数との乗法の計算の仕方を考え

ること。

Ｂ 量と測定

(1) 長さについて単位と測定の意味を理解し，長さの測定ができるように

する。

ア 長さの単位（ミリメートル(mm)，センチメートル(cm)，メートル

(m)）について知ること。

(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積の測定ができるように

する。

ア 体積の単位（ミリリットル(ml)，デシリットル(dl)，リットル(l)）

について知ること。

(3) 時間について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 日，時，分について知り，それらの関係を理解すること。

Ｃ 図 形

(1) ものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する

要素に着目し，図形について理解できるようにする。

ア 三角形，四角形について知ること。

イ 正方形，長方形，直角三角形について知ること。

ウ 箱の形をしたものについて知ること。

Ｄ 数量関係

(1) 加法と減法の相互関係について理解し，式を用いて説明できるように

する。
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(2) 乗法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることが

できるようにする。

(3) 身の回りにある数量を分類整理し，簡単な表やグラフを用いて表した

り読み取ったりすることができるようにする。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 身の回りから，整数が使われている場面を見付ける活動

イ 乗法九九の表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを

見付ける活動

ウ 身の回りにあるものの長さや体積について，およその見当を付けた

り，単位を用いて測定したりする活動

エ 正方形，長方形，直角三角形をかいたり，作ったり，それらで平面

を敷き詰めたりする活動

オ 加法と減法の相互関係を図や式に表し，説明する活動

〔用語・記号〕

単位 直線 直角 頂点 辺 面 × ＞ ＜

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１万についても取り扱うもの

とする。

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)及び「Ｄ数量関係」の(1)については，必要

な場合には，（ ）や□などを用いることができる。

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のウについては，交換法則や結合法則を取

り扱うものとする。

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のイについては，乗数が１ずつ増えるとき

の積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。

〔第３学年〕

１ 目 標

(1) 加法及び減法を適切に用いることができるようにするとともに，乗法に

ついての理解を深め，適切に用いることができるようにする。また，除法

の意味について理解し，その計算の仕方を考え，用いることができるよう

にする。さらに，小数及び分数の意味や表し方について理解できるように

する。
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(2) 長さ，重さ及び時間の単位と測定について理解できるようにする。

(3) 図形を構成する要素に着目して，二等辺三角形や正三角形などの図形に

ついて理解できるようにする。

(4) 数量やその関係を言葉，数，式，図，表，グラフなどに表したり読み取

ったりすることができるようにする。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) 整数の表し方についての理解を深め，数を用いる能力を伸ばす。

ア 万の単位について知ること。

イ 10倍，100倍， の大きさの数及びその表し方について知ること。

ウ 数の相対的な大きさについての理解を深めること。

(2) 加法及び減法の計算が確実にできるようにし，それらを適切に用いる

能力を伸ばす。

ア ３位数や４位数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算

が２位数などについての基本的な計算を基にしてできることを理解す

ること。また，それらの筆算の仕方について理解すること。

イ 加法及び減法の計算が確実にでき，それらを適切に用いること。

ウ 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考

えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。

(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それ

を適切に用いる能力を伸ばす。

ア ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗法の計算の仕方を考

え，それらの計算が乗法九九などの基本的な計算を基にしてできるこ

とを理解すること。また，その筆算の仕方について理解すること。

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計

算の確かめをしたりすることに生かすこと。

(4) 除法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 除法が用いられる場合について知ること。また，余りについて知る

こと。

イ 除法と乗法や減法との関係について理解すること。

ウ 除数と商が共に１位数である除法の計算が確実にできること。

エ 簡単な場合について，除数が１位数で商が２位数の除法の計算の仕

10

1
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方を考えること。

(5) 小数の意味や表し方について理解できるようにする。

ア 端数部分の大きさを表すのに小数を用いること。また，小数の表し

方及び の位について知ること。

イ の位までの小数の加法及び減法の意味について理解し，計算の

の仕方を考え，それらの計算ができること。

(6) 分数の意味や表し方について理解できるようにする。

ア 等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表すのに分数を

用いること。また，分数の表し方について知ること。

イ 分数は，単位分数の幾つ分かで表せることを知ること。

ウ 簡単な場合について，分数の加法及び減法の意味について理解し，

計算の仕方を考えること。

(7) そろばんによる数の表し方について知り，そろばんを用いて簡単な加

法及び減法の計算ができるようにする。

ア そろばんによる数の表し方について知ること。

イ 加法及び減法の計算の仕方について知ること。

Ｂ 量と測定

(1) 長さについての理解を深めるとともに，重さについて単位と測定の意

味を理解し，重さの測定ができるようにする。

ア 長さの単位（キロメートル(km)）について知ること。

イ 重さの単位（グラム(g)，キログラム(kg)）について知ること。

(2) 長さや重さについて，およその見当を付けたり，目的に応じて単位や

計器を適切に選んで測定したりできるようにする。

(3) 時間について理解できるようにする。

ア 秒について知ること。

イ 日常生活の中で必要となる時刻や時間を求めること。

Ｃ 図 形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素

に着目し，図形について理解できるようにする。

ア 二等辺三角形，正三角形について知ること。

イ 角について知ること。

ウ 円，球について知ること。また，それらの中心，半径，直径につい

10

1

10

1
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て知ること。

Ｄ 数量関係

(1) 除法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることが

できるようにする。

(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるように

する。

ア 数量の関係を式に表したり，式と図を関連付けたりすること。

イ 数量を□などを用いて表し，その関係を式に表したり，□などに数

を当てはめて調べたりすること。

(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取

ったりすることができるようにする。

ア 棒グラフの読み方やかき方について知ること。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 整数，小数及び分数についての計算の意味や計算の仕方を，具体物

を用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動

イ 小数や分数を具体物，図，数直線を用いて表し，大きさを比べる活

動

ウ 長さ，体積，重さのそれぞれについて単位の関係を調べる活動

エ 二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動

オ 日時や場所などの観点から資料を分類整理し，表を用いて表す活動

〔用語・記号〕

等号 不等号 小数点 の位 数直線 分母 分子 ÷

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１億についても取り扱うもの

とする。

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)及び(3)については，簡単な計算は暗算でで

きるよう配慮するものとする。

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のウについては，交換法則や結合法則を取

り扱うものとする。

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)については，乗数又は被乗数が０の場合の

10

1
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計算についても取り扱うものとする。

(5) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のウについては，交換法則，結合法則や分

配法則を取り扱うものとする。

(6) 内容の「Ａ数と計算」の(5)及び(6)については，小数の0.1と分数の

などを数直線を用いて関連付けて取り扱うものとする。

(7) 内容の「Ｂ量と測定」の(1)のイについては，トン(t)の単位についても

触れるものとする。

〔第４学年〕

１ 目 標

(1) 除法についての理解を深め，適切に用いることができるようにする。ま

た，小数及び分数の意味や表し方についての理解を深め，小数及び分数に

ついての加法及び減法の意味を理解し，それらの計算の仕方を考え，用い

ることができるようにする。さらに，概数について理解し，目的に応じて

用いることができるようにする。

(2) 面積の単位と測定について理解し，図形の面積を求めることができるよ

うにするとともに，角の大きさの単位と測定について理解できるようにす

る。

(3) 図形を構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察し，平行四辺形や

ひし形などの平面図形及び直方体などの立体図形について理解できるよう

にする。

(4) 数量やその関係を言葉，数，式，図，表，グラフなどに表したり調べた

りすることができるようにする。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) 整数が十進位取り記数法によって表されていることについての理解を

深める。

ア 億，兆の単位について知り，十進位取り記数法についてまとめるこ

と。

(2) 概数について理解し，目的に応じて用いることができるようにする。

ア 概数が用いられる場合について知ること。

イ 四捨五入について知ること。

ウ 目的に応じて四則計算の結果の見積りをすること。

10

1
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(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，

それを適切に用いる能力を伸ばす。

ア 除数が１位数や２位数で被除数が２位数や３位数の場合の計算の仕

方を考え，それらの計算が基本的な計算を基にしてできることを理解

すること。また，その筆算の仕方について理解すること。

イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

ウ 除法について，被除数，除数，商及び余りの間の関係を調べ，次の

式にまとめること。

（被除数）＝（除数）×（商）＋（余り）

エ 除法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計

算の確かめをしたりすることに生かすこと。

(4) 整数の計算の能力を定着させ，それを用いる能力を伸ばす。

(5) 小数とその加法及び減法についての理解を深めるとともに，小数

の乗法及び除法の意味について理解し，それらを用いることができ

るようにする。

ア 小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに，数の

相対的な大きさについての理解を深めること。

イ 小数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができるこ

と。

ウ 乗数や除数が整数である場合の小数の乗法及び除法の計算の仕方を

考え，それらの計算ができること。

(6) 分数についての理解を深めるとともに，同分母の分数の加法及び減法

の意味について理解し，それらを用いることができるようにする。

ア 簡単な場合について，大きさの等しい分数があることに着目するこ

と。

イ 同分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算が

できること。

(7) そろばんを用いて，加法及び減法の計算ができるようにする。

Ｂ 量と測定

(1) 面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求める

ことができるようにする。

ア 面積の単位（平方センチメートル(cm2)，平方メートル(m2)，平方

キロメートル(km2)）について知ること。

イ 正方形及び長方形の面積の求め方を考えること。

(2) 角の大きさについて単位と測定の意味を理解し，角の大きさの測定が
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できるようにする。

ア 角の大きさを回転の大きさとしてとらえること。

イ 角の大きさの単位（度(°)）について知ること。

Ｃ 図 形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形の構成要素及び

それらの位置関係に着目し，図形についての理解を深める。

ア 直線の平行や垂直の関係について理解すること。

イ 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。

(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理

解できるようにする。

ア 立方体，直方体について知ること。

イ 直方体に関連して，直線や平面の平行や垂直の関係について理解す

ること。

(3) ものの位置の表し方について理解できるようにする。

Ｄ 数量関係

(1) 伴って変わる二つの数量の関係を表したり調べたりすることができる

ようにする。

ア 変化の様子を折れ線グラフを用いて表したり，変化の特徴を読み取

ったりすること。

(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるように

する。

ア 四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算

すること。

イ 公式についての考え方を理解し，公式を用いること。

ウ 数量を□，△などを用いて表し，その関係を式に表したり，□，△

などに数を当てはめて調べたりすること。

(3) 四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。

ア 交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。

(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，表やグラフを用いて分かりや

すく表したり，特徴を調べたりすることができるようにする。

ア 資料を二つの観点から分類整理して特徴を調べること。

イ 折れ線グラフの読み方やかき方について知ること。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す
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るものとする。

ア 目的に応じて計算の結果の見積りをし，計算の仕方や結果について

適切に判断する活動

イ 長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を，具体物を用いたり，

言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動

ウ 身の回りにあるものの面積を実際に測定する活動

エ 平行四辺形，ひし形，台形で平面を敷き詰めて，図形の性質を調べ

る活動

オ 身の回りから，伴って変わる二つの数量を見付け，数量の関係を表

やグラフを用いて表し，調べる活動

〔用語・記号〕

和 差 積 商 以上 以下 未満 真分数 仮分数 帯分数 平行

垂直 対角線 平面

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，大きな数を表す際に，３桁ご
けた

とに区切りを用いる場合があることに触れるものとする。

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のウ，(3)，(4)については，簡単な計算は

暗算でできるよう配慮するものとする。また，暗算を筆算や見積りに生か

すよう配慮するものとする。

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のエについては，除数及び被除数に同じ数

をかけても，同じ数で割っても商は変わらないという性質を取り扱うもの

とする。

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(5)のウについては，整数を整数で割って商が

小数になる場合も含めるものとする。

(5) 内容の「Ｂ量と測定」の(1)のアについては，アール(a)，ヘクタール(ha)

の単位についても触れるものとする。

(6) 内容の「Ｃ図形」の(2)のアについては，見取図や展開図をかくことを

取り扱うものとする。

(7) 内容の「Ｄ数量関係」の(4)のアについては，資料を調べるときに，落

ちや重なりがないようにすることを取り扱うものとする。

〔第５学年〕

１ 目 標

(1) 整数の性質についての理解を深める。また，小数の乗法及び除法や分数

の加法及び減法の意味についての理解を深め，それらの計算の仕方を考え，
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用いることができるようにする。

(2) 三角形や平行四辺形などの面積及び直方体などの体積を求めることがで

きるようにする。また，測定値の平均及び異種の二つの量の割合について

理解できるようにする。

(3) 平面図形についての理解を深めるとともに，角柱などの立体図形につい

て理解できるようにする。

(4) 数量の関係を考察するとともに，百分率や円グラフなどを用いて資料の

特徴を調べることができるようにする。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) 整数の性質についての理解を深める。

ア 整数は，観点を決めると偶数，奇数に類別されることを知ること。

イ 約数，倍数について知ること。

(2) 記数法の考えを通して整数及び小数についての理解を深め，それを計

算などに有効に用いることができるようにする。

ア 10倍，100倍， ， などの大きさの数をつくり，それらの関

係を調べること。

(3) 小数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いるこ

とができるようにする。

ア 乗数や除数が整数である場合の計算の考え方を基にして，乗数や除

数が小数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。

イ 小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができるこ

と。また，余りの大きさについて理解すること。

ウ 小数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成

り立つことを理解すること。

(4) 分数についての理解を深めるとともに，異分母の分数の加法及び減法

の意味について理解し，それらを用いることができるようにする。

ア 整数及び小数を分数の形に直したり，分数を小数で表したりするこ

と。

イ 整数の除法の結果は，分数を用いると常に一つの数として表すこと

ができることを理解すること。

ウ 一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は，元の

分数と同じ大きさを表すことを理解すること。

10

1

100

1
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エ 分数の相等及び大小について考え，大小の比べ方をまとめること。

オ 異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算が

できること。

カ 乗数や除数が整数である場合の分数の乗法及び除法の意味について

理解し，計算の仕方を考え，それらの計算ができること。

Ｂ 量と測定

(1) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。

ア 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を考えること。

(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積を計算によって求める

ことができるようにする。

ア 体積の単位（立方センチメートル(cm3)，立方メートル(m3)）につ

いて知ること。

イ 立方体及び直方体の体積の求め方を考えること。

(3) 量の大きさの測定値について理解できるようにする。

ア 測定値の平均について知ること。

(4) 異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について，その比べ方

や表し方を理解できるようにする。

ア 単位量当たりの大きさについて知ること。

Ｃ 図 形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての

理解を深める。

ア 多角形や正多角形について知ること。

イ 図形の合同について理解すること。

ウ 図形の性質を見いだし，それを用いて図形を調べたり構成したりす

ること。

エ 円周率について理解すること。

(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理

解できるようにする。

ア 角柱や円柱について知ること。

Ｄ 数量関係

(1) 表を用いて，伴って変わる二つの数量の関係を考察できるようにする。

ア 簡単な場合について，比例の関係があることを知ること。

(2) 数量の関係を表す式についての理解を深め，簡単な式で表されている

関係について，二つの数量の対応や変わり方に着目できるようにする。

(3) 百分率について理解できるようにする。



- 45 -

(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，円グラフや帯グラフを用いて

表したり，特徴を調べたりすることができるようにする。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 小数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数

直線を用いて考え，説明する活動

イ 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を，具体物を

用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動

ウ 合同な図形をかいたり，作ったりする活動

エ 三角形の三つの角の大きさの和が180°になることを帰納的に考え，

説明する活動。四角形の四つの角の大きさの和が360°になることを

演繹的に考え，説明する活動
えき

オ 目的に応じて表やグラフを選び，活用する活動

〔用語・記号〕

最大公約数 最小公倍数 通分 約分 底面 側面 比例 ％

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)のイについては，最大公約数や最小公倍数

を形式的に求めることに偏ることなく，具体的な場面に即して取り扱うも

のとする。また，約数を調べる過程で素数について触れるものとする。

(2) 内容の「Ｃ図形」の(1)のエについては，円周率は3.14を用いるものと

する。

(3) 内容の「Ｃ図形」の(2)のアについては，見取図や展開図をかくことを

取り扱うものとする。

(4) 内容の「Ｄ数量関係」の(3)については，歩合の表し方について触れる

ものとする。

〔第６学年〕

１ 目 標

(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらの計算の仕方

を考え，用いることができるようにする。

(2) 円の面積及び角柱などの体積を求めることができるようにするととも

に，速さについて理解し，求めることができるようにする。

(3) 縮図や拡大図，対称な図形について理解し，図形についての理解を深め
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る。

(4) 比や比例について理解し，数量の関係の考察に関数の考えを用いること

ができるようにするとともに，文字を用いて式に表すことができるように

する。また，資料の散らばりを調べ統計的に考察することができるように

する。

２ 内 容

Ａ 数と計算

(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いるこ

とができるようにする。

ア 乗数や除数が整数や小数である場合の計算の考え方を基にして，乗

数や除数が分数である場合の乗法及び除法の意味について理解するこ

と。

イ 分数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができるこ

と。

ウ 分数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成

り立つことを理解すること。

(2) 小数及び分数の計算の能力を定着させ，それらを用いる能力を伸ばす。

Ｂ 量と測定

(1) 身の回りにある形について，その概形をとらえ，およその面積などを

求めることができるようにする。

(2) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。

ア 円の面積の求め方を考えること。

(3) 図形の体積を計算によって求めることができるようにする。

ア 角柱及び円柱の体積の求め方を考えること。

(4) 速さについて理解し，求めることができるようにする。

(5) メートル法の単位の仕組みについて理解できるようにする。

Ｃ 図 形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての

理解を深める。

ア 縮図や拡大図について理解すること。

イ 対称な図形について理解すること。

Ｄ 数量関係

(1) 比について理解できるようにする。

(2) 伴って変わる二つの数量の関係を考察することができるようにする。

ア 比例の関係について理解すること。また，式，表，グラフを用いて
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その特徴を調べること。

イ 比例の関係を用いて，問題を解決すること。

ウ 反比例の関係について知ること。

(3) 数量の関係を表す式についての理解を深め，式を用いることができる

ようにする。

ア 数量を表す言葉や□，△などの代わりに，a，x などの文字を用い

て式に表したり，文字に数を当てはめて調べたりすること。

(4) 資料の平均や散らばりを調べ，統計的に考察したり表現したりするこ

とができるようにする。

ア 資料の平均について知ること。

イ 度数分布を表す表やグラフについて知ること。

(5) 具体的な事柄について，起こり得る場合を順序よく整理して調べるこ

とができるようにする。

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 分数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数

直線を用いて考え，説明する活動

イ 身の回りで使われている量の単位を見付けたり，それがこれまでに

学習した単位とどのような関係にあるかを調べたりする活動

ウ 身の回りから，縮図や拡大図，対称な図形を見付ける活動

エ 身の回りから，比例の関係にある二つの数量を見付けたり，比例の

関係を用いて問題を解決したりする活動

〔用語・記号〕

線対称 点対称 ：

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，逆数を用いて除法を乗法の計

算としてみることや，整数や小数の乗法や除法を分数の場合の計算にまと

めることも取り扱うものとする。

(2) 内容の「Ｂ量と測定」の(2)のアについては，円周率は3.14を用いるも

のとする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
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(1) 第２の各学年の内容は，次の学年以降においても必要に応じて継続して

指導すること。数量や図形についての基礎的な能力の習熟や維持を図るた

め，適宜練習の機会を設けて計画的に指導すること。また，学年間の指導

内容を円滑に接続させるため，適切な反復による学習指導を進めるように

すること。

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び

「Ｄ数量関係」の間の指導の関連を図ること。

(3) 算数的活動は，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり，

思考力，判断力，表現力等を高めたり，算数を学ぶことの楽しさや意義を

実感したりするために，重要な役割を果たすものであることから，各学年

の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，算数的活動を通して指導するようにすること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，算数科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに，およその大きさや

形をとらえ，それらに基づいて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を

考え出したりすることができるようにすること。

(2) 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当た

っては，言葉，数，式，図，表，グラフを用いて考えたり，説明したり，

互いに自分の考えを表現し伝え合ったりするなどの学習活動を積極的に取

り入れるようにすること。

(3) 各学年の内容に示す〔用語・記号〕は，当該学年で取り上げる内容の程

度や範囲を明確にするために示したものであり，その指導に当たっては，

各学年の内容と密接に関連させて取り上げるようにし，それらを用いて表

したり考えたりすることのよさが分かるようにすること。

(4) 筆算による計算の技能を確実に身に付けることを重視するとともに，目

的に応じて計算の結果の見積りをして，計算の仕方や結果について適切に

判断できるようにすること。また，低学年の「Ａ数と計算」の指導に当た

っては，そろばんや具体物などの教具を適宜用いて，数と計算についての

意味の理解を深めるよう留意すること。

(5) 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現す

る力を高めたりするなどのため，必要な場面においてコンピュータなどを

適切に活用すること。
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第４節 理 科

第１ 目 標

自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然

を愛する心情を育てるとともに，自然の事物・現象についての実感を伴った理解

を図り，科学的な見方や考え方を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年〕

１ 目 標

(1) 物の重さ，風やゴムの力並びに光，磁石及び電気を働かせたときの現象

を比較しながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したりも

のづくりをしたりする活動を通して，それらの性質や働きについての見方

や考え方を養う。

(2) 身近に見られる動物や植物，日なたと日陰の地面を比較しながら調べ，

見いだした問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物を愛護

する態度を育てるとともに，生物の成長のきまりや体のつくり，生物と環

境とのかかわり，太陽と地面の様子との関係についての見方や考え方を養

う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物と重さ

粘土などを使い，物の重さや体積を調べ，物の性質についての考えを

もつことができるようにする。

ア 物は，形が変わっても重さは変わらないこと。

イ 物は，体積が同じでも重さは違うことがあること。

(2) 風やゴムの働き

風やゴムで物が動く様子を調べ，風やゴムの働きについての考えをも

つことができるようにする。

ア 風の力は，物を動かすことができること。

イ ゴムの力は，物を動かすことができること。

(3) 光の性質

鏡などを使い，光の進み方や物に光が当たったときの明るさや暖かさ
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を調べ，光の性質についての考えをもつことができるようにする。

ア 日光は集めたり反射させたりできること。

イ 物に日光を当てると，物の明るさや暖かさが変わること。

(4) 磁石の性質

磁石に付く物や磁石の働きを調べ，磁石の性質についての考えをもつ

ことができるようにする。

ア 物には，磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があること。

また，磁石に引き付けられる物には，磁石に付けると磁石になる物が

あること。

イ 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うこと。

(5) 電気の通り道

乾電池に豆電球などをつなぎ，電気を通すつなぎ方や電気を通す物を

調べ，電気の回路についての考えをもつことができるようにする。

ア 電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があること。

イ 電気を通す物と通さない物があること。

Ｂ 生命・地球

(1) 昆虫と植物

身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長の過程や体のつくり

を調べ，それらの成長のきまりや体のつくりについての考えをもつこと

ができるようにする。

ア 昆虫の育ち方には一定の順序があり，成虫の体は頭，胸及び腹から

できていること。

イ 植物の育ち方には一定の順序があり，その体は根，茎及び葉からで

きていること。

(2) 身近な自然の観察

身の回りの生物の様子を調べ，生物とその周辺の環境との関係につい

ての考えをもつことができるようにする。

ア 生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと。

イ 生物は，その周辺の環境とかかわって生きていること。

(3) 太陽と地面の様子

日陰の位置の変化や，日なたと日陰の地面の様子を調べ，太陽と地面

の様子との関係についての考えをもつことができるようにする。

ア 日陰は太陽の光を遮るとでき，日陰の位置は太陽の動きによって変

わること。

イ 地面は太陽によって暖められ，日なたと日陰では地面の暖かさや湿
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り気に違いがあること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，３種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア ア及びイについては，飼育，栽培を通して行うこと。

イ イの「植物の育ち方」については，夏生一年生の双子葉植物を扱うこ

と。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアの「太陽の動き」については，太陽

が東から南を通って西に動くことを取り扱うものとする。また，太陽の動

きを調べるときの方位は東，西，南，北を扱うものとする。

〔第４学年〕

１ 目 標

(1) 空気や水，物の状態の変化，電気による現象を力，熱，電気の働きと関

係付けながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したりもの

づくりをしたりする活動を通して，それらの性質や働きについての見方や

考え方を養う。

(2) 人の体のつくり，動物の活動や植物の成長，天気の様子，月や星の位置

の変化を運動，季節，気温，時間などと関係付けながら調べ，見いだした

問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物を愛護する態度を

育てるとともに，人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境

とのかかわり，気象現象，月や星の動きについての見方や考え方を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 空気と水の性質

閉じ込めた空気及び水に力を加え，その体積や圧し返す力の変化を調
お

べ，空気及び水の性質についての考えをもつことができるようにする。

ア 閉じ込めた空気を圧すと，体積は小さくなるが，圧し返す力は大き
お お

くなること。

イ 閉じ込めた空気は圧し縮められるが，水は圧し縮められないこと。
お お

(2) 金属，水，空気と温度

金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を

調べ，金属，水及び空気の性質についての考えをもつことができるよう
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にする。

ア 金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わ

ること。

イ 金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部

分が移動して全体が温まること。

ウ 水は，温度によって水蒸気や氷に変わること。また，水が氷になる

と体積が増えること。

(3) 電気の働き

乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつなぎ，乾電池や光電池の

働きを調べ，電気の働きについての考えをもつことができるようにする。

ア 乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明るさやモーターの回

り方が変わること。

イ 光電池を使ってモーターを回すことなどができること。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと運動

人や他の動物の体の動きを観察したり資料を活用したりして，骨や筋

肉の動きを調べ，人の体のつくりと運動とのかかわりについての考えを

もつことができるようにする。

ア 人の体には骨と筋肉があること。

イ 人が体を動かすことができるのは，骨，筋肉の働きによること。

(2) 季節と生物

身近な動物や植物を探したり育てたりして，季節ごとの動物の活動や

植物の成長を調べ，それらの活動や成長と環境とのかかわりについての

考えをもつことができるようにする。

ア 動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

イ 植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

(3) 天気の様子

１日の気温の変化や水が蒸発する様子などを観察し，天気や気温の変

化，水と水蒸気との関係を調べ，天気の様子や自然界の水の変化につい

ての考えをもつことができるようにする。

ア 天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあること。

イ 水は，水面や地面などから蒸発し，水蒸気になって空気中に含まれ

ていくこと。また，空気中の水蒸気は，結露して再び水になって現れ

ることがあること。

(4) 月と星
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月や星を観察し，月の位置と星の明るさや色及び位置を調べ，月や星

の特徴や動きについての考えをもつことができるようにする。

ア 月は日によって形が変わって見え，１日のうちでも時刻によって位

置が変わること。

イ 空には，明るさや色の違う星があること。

ウ 星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらない

が，位置が変わること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(3)のアについては，直列つなぎと並

列つなぎを扱うものとする。

(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)のイについては，関節の働きを扱うもの

とする。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)については，１年を通して動物の活動や

植物の成長をそれぞれ２種類以上観察するものとする。

〔第５学年〕

１ 目 標

(1) 物の溶け方，振り子の運動，電磁石の変化や働きをそれらにかかわる条

件に目を向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究したりものづく

りをしたりする活動を通して，物の変化の規則性についての見方や考え方

を養う。

(2) 植物の発芽から結実までの過程，動物の発生や成長，流水の様子，天気

の変化を条件，時間，水量，自然災害などに目を向けながら調べ，見いだ

した問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てる

とともに，生命の連続性，流水の働き，気象現象の規則性についての見方

や考え方を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物の溶け方

物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いを調べ，物の溶け

方の規則性についての考えをもつことができるようにする。

ア 物が水に溶ける量には限度があること。

イ 物が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。ま
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た，この性質を利用して，溶けている物を取り出すことができること。

ウ 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと。

(2) 振り子の運動

おもりを使い，おもりの重さや糸の長さなどを変えて振り子の動く様

子を調べ，振り子の運動の規則性についての考えをもつことができるよ

うにする。

ア 糸につるしたおもりが１往復する時間は，おもりの重さなどによっ

ては変わらないが，糸の長さによって変わること。

(3) 電流の働き

電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの変化を調べ，電流の働き

についての考えをもつことができるようにする。

ア 電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働きがあり，電流の向

きが変わると，電磁石の極が変わること。

イ 電磁石の強さは，電流の強さや導線の巻数によって変わること。

Ｂ 生命・地球

(1) 植物の発芽，成長，結実

植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，植物の発芽，

成長及び結実とその条件についての考えをもつことができるようにす

る。

ア 植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。

イ 植物の発芽には，水，空気及び温度が関係していること。

ウ 植物の成長には，日光や肥料などが関係していること。

エ 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめし

べのもとが実になり，実の中に種子ができること。

(2) 動物の誕生

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の

様子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長についての考えをも

つことができるようにする。

ア 魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化

してかえること。

イ 魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。

ウ 人は，母体内で成長して生まれること。

(3) 流水の働き

地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の速さや量による働き

の違いを調べ，流れる水の働きと土地の変化の関係についての考えをも
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つことができるようにする。

ア 流れる水には，土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積さ
たい

せたりする働きがあること。

イ 川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあること。

ウ 雨の降り方によって，流れる水の速さや水の量が変わり，増水によ

り土地の様子が大きく変化する場合があること。

(4) 天気の変化

１日の雲の様子を観測したり，映像などの情報を活用したりして，雲

の動きなどを調べ，天気の変化の仕方についての考えをもつことができ

るようにする。

ア 雲の量や動きは，天気の変化と関係があること。

イ 天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの「種子の中の養分」については，でんぷんを扱うこと。

イ エについては，おしべ，めしべ，がく及び花びらを扱うこと。また，

受粉については，風や昆虫などが関係していることにも触れること。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)のウについては，受精に至る過程は取り

扱わないものとする。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)のイについては，台風の進路による天気

の変化や台風と降雨との関係についても触れるものとする。

〔第６学年〕

１ 目 標

(1) 燃焼，水溶液，てこ及び電気による現象についての要因や規則性を推論

しながら調べ，見いだした問題を計画的に追究したりものづくりをしたり

する活動を通して，物の性質や規則性についての見方や考え方を養う。

(2) 生物の体のつくりと働き，生物と環境，土地のつくりと変化の様子，月

と太陽の関係を推論しながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活

動を通して，生命を尊重する態度を育てるとともに，生物の体の働き，生

物と環境とのかかわり，土地のつくりと変化のきまり，月の位置や特徴に

ついての見方や考え方を養う。
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２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 燃焼の仕組み

物を燃やし，物や空気の変化を調べ，燃焼の仕組みについての考えを

もつことができるようにする。

ア 植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素がで

きること。

(2) 水溶液の性質

いろいろな水溶液を使い，その性質や金属を変化させる様子を調べ，

水溶液の性質や働きについての考えをもつことができるようにする。

ア 水溶液には，酸性，アルカリ性及び中性のものがあること。

イ 水溶液には，気体が溶けているものがあること。

ウ 水溶液には，金属を変化させるものがあること。

(3) てこの規則性

てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの仕組みや働き

を調べ，てこの規則性についての考えをもつことができるようにする。

ア 水平につり合った棒の支点から等距離に物をつるして棒が水平にな

ったとき，物の重さは等しいこと。

イ 力を加える位置や力の大きさを変えると，てこを傾ける働きが変わ

り，てこがつり合うときにはそれらの間に規則性があること。

ウ 身の回りには，てこの規則性を利用した道具があること。

(4) 電気の利用

手回し発電機などを使い，電気の利用の仕方を調べ，電気の性質や働

きについての考えをもつことができるようにする。

ア 電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができること。

イ 電気は，光，音，熱などに変えることができること。

ウ 電熱線の発熱は，その太さによって変わること。

エ 身の回りには，電気の性質や働きを利用した道具があること。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと働き

人や他の動物を観察したり資料を活用したりして，呼吸，消化，排出

及び循環の働きを調べ，人や他の動物の体のつくりと働きについての考

えをもつことができるようにする。

ア 体内に酸素が取り入れられ，体外に二酸化炭素などが出されている

こと。
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イ 食べ物は，口，胃，腸などを通る間に消化，吸収され，吸収されな

かった物は排出されること。

ウ 血液は，心臓の働きで体内を巡り，養分，酸素及び二酸化炭素など

を運んでいること。

エ 体内には，生命活動を維持するための様々な臓器があること。

(2) 植物の養分と水の通り道

植物を観察し，植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを

調べ，植物の体のつくりと働きについての考えをもつことができるよう

にする。

ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。

イ 根，茎及び葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は

主に葉から蒸散していること。

(3) 生物と環境

動物や植物の生活を観察したり，資料を活用したりして調べ，生物と

環境とのかかわりについての考えをもつことができるようにする。

ア 生物は，水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きているこ

と。

イ 生物の間には，食う食われるという関係があること。

(4) 土地のつくりと変化

土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を

調べ，土地のつくりと変化についての考えをもつことができるようにす

る。

ア 土地は，礫，砂，泥，火山灰及び岩石からできており，層をつくっ
れき

て広がっているものがあること。

イ 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってでき，化石が含まれ

ているものがあること。

ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

(5) 月と太陽

月と太陽を観察し，月の位置や形と太陽の位置を調べ，月の形の見え

方や表面の様子についての考えをもつことができるようにする。

ア 月の輝いている側に太陽があること。また，月の形の見え方は，太

陽と月の位置関係によって変わること。

イ 月の表面の様子は，太陽と違いがあること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの
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づくりを行うものとする。

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア ウについては，心臓の拍動と脈拍が関係することにも触れること。

イ エについては，主な臓器として，肺，胃，小腸，大腸，肝臓，腎臓，
じん

心臓を扱うこと。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアについては，水が循環していること

にも触れるものとする。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アについては，岩石として礫岩，砂岩及び泥岩を扱うこと。
れき

イ イの「化石」については，地層が流れる水の働きによって堆積したこ
たい

とを示す証拠として扱うこと。

(5) 内容の「Ｂ生命・地球」の(5)のアについては，地球から見た太陽と月

の位置関係で扱うものとする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学年の内容を通じて観察，実験や自然体験，科学的な体験を充

実させることによって，科学的な知識や概念の定着を図り，科学的な見方

や考え方を育成するよう配慮すること。

(2) 観察，実験の結果を整理し考察する学習活動や，科学的な言葉や概念を

使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮する

こと。

(3) 博物館や科学学習センターなどと連携，協力を図りながら，それらを積

極的に活用するよう配慮すること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，理科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 観察，実験，栽培，飼育及びものづくりの指導については，指導内容に

応じてコンピュータ，視聴覚機器などを適切に活用できるようにすること。

また，事故の防止に十分留意すること。

(2) 生物，天気，川，土地などの指導については，野外に出掛け地域の自然

に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れるとともに，自然環境を大切
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にし，その保全に寄与しようとする態度を育成するようにすること。

(3) 個々の児童が主体的に問題解決活動を進めるとともに，学習の成果と日

常生活との関連を図り，自然の事物・現象について実感を伴って理解でき

るようにすること。
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第５節 生 活

第１ 目 標

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわり

に関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程に

おいて生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関

心をもち，地域のよさに気付き，愛着をもつことができるようにするとと

もに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安

全で適切な行動ができるようにする。

(2) 自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然の

すばらしさに気付き，自然を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫

したりすることができるようにする。

(3) 身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分の

よさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活することができるように

する。

(4) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，そ

れらを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動

作，劇化などの方法により表現し，考えることができるようにする。

２ 内 容

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のこと

が分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるようにするとともに，通学

路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，安全な登下校が

できるようにする。

(2) 家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考

え，自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正しく健康に気を付けて

生活することができるようにする。

(3) 自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所

とかかわっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，人々と適



- 61 -

切に接することや安全に生活することができるようにする。

(4) 公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うものがあること

やそれを支えている人々がいることなどが分かり，それらを大切にし，安

全に気を付けて正しく利用することができるようにする。

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったり

などして，四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き，

自分たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにする。

(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，遊びや遊

びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不思議さに気付き，み

んなで遊びを楽しむことができるようにする。

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の

様子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長している

ことに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるように

する。

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身

近な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流することができる

ようにする。

(9) 自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分が大きくなっ

たこと，自分でできるようになったこと，役割が増えたことなどが分かり，

これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつととも

に，これからの成長への願いをもって，意欲的に生活することができるよ

うにする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握できるよ

うな学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れること。

(2) 第２の内容の(7)については，２学年にわたって取り扱うものとし，動物

や植物へのかかわり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにする

こと。

(3) 国語科，音楽科，図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り，指

導の効果を高めるようにすること。特に，第１学年入学当初においては，

生活科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す
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内容について，生活科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよ

う学習活動を工夫すること。

(2) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせるため，見付

ける，比べる，たとえるなどの多様な学習活動を工夫すること。

(3) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害の

ある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

(4) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自

身にかかわる学習活動の展開に即して行うようにすること。
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第６節 音 楽

第１ 目 標

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て

るとともに，音楽活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 楽しく音楽にかかわり，音楽に対する興味・関心をもち，音楽経験を生

かして生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2) 基礎的な表現の能力を育て，音楽表現の楽しさに気付くようにする。

(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を育て，音楽を味わ

って聴くようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範唱を聴いて歌ったり，階名で模唱したり暗唱したりすること。

イ 歌詞の表す情景や気持ちを想像したり，楽曲の気分を感じ取ったり

し，思いをもって歌うこと。

ウ 自分の歌声及び発音に気を付けて歌うこと。

エ 互いの歌声や伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範奏を聴いたり，リズム譜などを見たりして演奏すること。

イ 楽曲の気分を感じ取り，思いをもって演奏すること。

ウ 身近な楽器に親しみ，音色に気を付けて簡単なリズムや旋律を演奏

すること。

エ 互いの楽器の音や伴奏を聴いて，音を合わせて演奏すること。

(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。

ア 声や身の回りの音の面白さに気付いて音遊びをすること。

イ 音を音楽にしていくことを楽しみながら，音楽の仕組みを生かし，

思いをもって簡単な音楽をつくること。

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。
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ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材を含めて，

斉唱及び輪唱で歌う楽曲

イ 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含めて，主旋律に

簡単なリズム伴奏や低声部などを加えた楽曲

ウ 共通教材

〔第１学年〕

「うみ」 （文部省唱歌） 林 柳 波作詞 井上武士作曲
はやしりゅう は いのうえたけ し

「かたつむり」 （文部省唱歌）

「日のまる」 （文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

「ひらいたひらいた」 （わらべうた）

〔第２学年〕

「かくれんぼ」 （文部省唱歌） 林 柳 波作詞 下総皖一作曲
はやしりゅう は しもふさかんいち

「春がきた」 （文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

「虫のこえ」 （文部省唱歌）

「夕やけこやけ」 中村雨紅作詞 草川信作曲
なかむら う こう くさかわしん

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 楽曲の気分を感じ取って聴くこと。

イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取って聴くこと。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどし

て，楽曲や演奏の楽しさに気付くこと。

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 我が国及び諸外国のわらべうたや遊びうた，行進曲や踊りの音楽な

ど身体反応の快さを感じ取りやすい音楽，日常の生活に関連して情景

を思い浮かべやすい楽曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，親しみやす

い楽曲

ウ 楽器の音色や人の声の特徴を感じ取りやすく親しみやすい，いろい

ろな演奏形態による楽曲

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それ

らの働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音

楽を特徴付けている要素
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(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み

イ 身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動

を通して理解すること。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目 標

(1) 進んで音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かして

生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2) 基礎的な表現の能力を伸ばし，音楽表現の楽しさを感じ取るようにする。

(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を伸ばし，音楽を味

わって聴くようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌うこと。

イ 歌詞の内容，曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって

歌うこと。

ウ 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌う

こと。

エ 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして演奏すること。

イ 曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。

ウ 音色に気を付けて旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

エ 互いの楽器の音や副次的な旋律，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏

すること。

(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。

ア いろいろな音の響きやその組合せを楽しみ，様々な発想をもって即

興的に表現すること。

イ 音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，

思いや意図をもって音楽をつくること。

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材を含めて，

斉唱及び簡単な合唱で歌う楽曲

イ 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含めて，簡単な重
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奏や合奏にした楽曲

ウ 共通教材

〔第３学年〕

「うさぎ」 （日本古謡）

「茶つみ」 （文部省唱歌）

「春の小川」 （文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

「ふじ山」 （文部省唱歌）巌谷小波作詞
いわ や さざなみ

〔第４学年〕

「さくらさくら」 （日本古謡）

「とんび」 葛原しげる作詞 梁田 貞 作曲
くずはら やな だ ただし

「まきばの朝」 （文部省唱歌）船橋栄吉作曲
ふなばしえいきち

「もみじ」 （文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 曲想とその変化を感じ取って聴くこと。

イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造

に気を付けて聴くこと。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどし

て，楽曲の特徴や演奏のよさに気付くこと。

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽，郷土の音楽，諸外国に伝わる

民謡など生活とのかかわりを感じ取りやすい音楽，劇の音楽，人々に

長く親しまれている音楽など，いろいろな種類の楽曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く楽しさ

を得やすい楽曲

ウ 楽器や人の声による演奏表現の違いを感じ取りやすい，独奏，重奏，

独唱，重唱を含めたいろいろな演奏形態による楽曲

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それ

らの働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の

流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素

(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み

イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通し



- 67 -

て理解すること。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1) 創造的に音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かし

て生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2) 基礎的な表現の能力を高め，音楽表現の喜びを味わうようにする。

(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を高め，音楽を味わ

って聴くようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範唱を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして歌うこと。

イ 歌詞の内容，曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって歌

うこと。

ウ 呼吸及び発音の仕方を工夫して，自然で無理のない，響きのある歌

い方で歌うこと。

エ 各声部の歌声や全体の響き，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範奏を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして演奏するこ

と。

イ 曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。

ウ 楽器の特徴を生かして旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

エ 各声部の楽器の音や全体の響き，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏

すること。

(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。

ア いろいろな音楽表現を生かし，様々な発想をもって即興的に表現す

ること。

イ 音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，

見通しをもって音楽をつくること。

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材の中の３曲

を含めて，斉唱及び合唱で歌う楽曲

イ 主となる器楽教材については，楽器の演奏効果を考慮し，簡単な重

奏や合奏にした楽曲
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ウ 共通教材

〔第５学年〕

「こいのぼり」 （文部省唱歌）

「子もり歌」 （日本古謡）

「スキーの歌」 （文部省唱歌） 林 柳 波作詞 橋本国彦作曲
はやしりゅう は はしもとくにひこ

「冬げしき」 （文部省唱歌）

〔第６学年〕

「越天楽今様（歌詞は第２節まで）」（日本古謡） 慈鎮和尚作歌
え てんらくいまよう じ ちん

「おぼろ月夜」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

「ふるさと」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞 岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

「われは海の子（歌詞は第３節まで）」（文部省唱歌）

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 曲想とその変化などの特徴を感じ取って聴くこと。

イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造

を理解して聴くこと。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどし

て，楽曲の特徴や演奏のよさを理解すること。

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化とのか

かわりを感じ取りやすい音楽，人々に長く親しまれている音楽など，

いろいろな種類の楽曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く喜びを

深めやすい楽曲

ウ 楽器の音や人の声が重なり合う響きを味わうことができる，合奏，

合唱を含めたいろいろな演奏形態による楽曲

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それ

らの働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音

階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素

(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組

み

イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通し
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て理解すること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成

する上で共通に必要となるものであり，表現及び鑑賞の各活動において十

分な指導が行われるよう工夫すること。

(2) 第２の第５学年及び第６学年の内容の「Ａ表現」の指導に当たっては，

学校や児童の実態等に応じて，合唱や合奏，重唱や重奏などの表現形態を

選んで学習できるようにすること。

(3) 国歌「君が代」は，いずれの学年においても歌えるよう指導すること。

(4) 低学年においては，生活科などとの関連を積極的に図り，指導の効果を

高めるようにすること。特に第１学年においては，幼稚園教育における表

現に関する内容などとの関連を考慮すること。

(5) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，音楽科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，音楽との一体

感を味わい，想像力を働かせて音楽とかかわることができるよう，指導の

ねらいに即して体を動かす活動を取り入れること。

(2) 和音及び和声の指導については，合唱や合奏の活動を通して和音のもつ

表情を感じ取ることができるようにすること。また，長調及び短調の楽曲

においては，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ及びⅤ７などの和音を中心に指導すること。

(3) 歌唱の指導については，次のとおり取り扱うこと。

ア 相対的な音程感覚を育てるために，適宜，移動ド唱法を用いること。

イ 歌唱教材については，共通教材のほか，長い間親しまれてきた唱歌，

それぞれの地方に伝承されているわらべうたや民謡など日本のうたを含

めて取り上げるようにすること。

ウ 変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるとともに，変声期の児

童に対して適切に配慮すること。

(4) 各学年の「Ａ表現」の(2)の楽器については，次のとおり取り扱うこと。

ア 各学年で取り上げる打楽器は，木琴，鉄琴，和楽器，諸外国に伝わる

様々な楽器を含めて，演奏の効果，学校や児童の実態を考慮して選択す

ること。
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イ 第１学年及び第２学年で取り上げる身近な楽器は，様々な打楽器，オ

ルガン，ハーモニカなどの中から学校や児童の実態を考慮して選択する

こと。

ウ 第３学年及び第４学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて，

リコーダーや鍵盤楽器などの中から学校や児童の実態を考慮して選択す
けん

ること。

エ 第５学年及び第６学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて，

電子楽器，和楽器，諸外国に伝わる楽器などの中から学校や児童の実態

を考慮して選択すること。

(5) 音楽づくりの指導については，次のとおり取り扱うこと。

ア 音遊びや即興的な表現では，リズムや旋律を模倣したり，身近なもの

から多様な音を探したりして，音楽づくりのための様々な発想ができる

ように指導すること。

イ つくった音楽の記譜の仕方について，必要に応じて指導すること。

ウ 拍節的でないリズム，我が国の音楽に使われている音階や調性にとら

われない音階などを児童の実態に応じて取り上げるようにすること。

(6) 各学年の〔共通事項〕のイの「音符，休符，記号や音楽にかかわる用語」

については，児童の学習状況を考慮して，次に示すものを取り扱うこと。
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第７節 図 画 工 作

第１ 目 標

表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせながら，つくりだす喜びを味わう

ようにするとともに，造形的な創造活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養

う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 進んで表したり見たりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味

わうようにする。

(2) 造形活動を楽しみ，豊かな発想をするなどして，体全体の感覚や技能な

どを働かせるようにする。

(3) 身の回りの作品などから，面白さや楽しさを感じ取るようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 材料を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。

ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思い付いてつくるこ

と。

イ 感覚や気持ちを生かしながら楽しくつくること。

ウ 並べたり，つないだり，積んだりするなど体全体を働かせてつくる

こと。

(2) 感じたことや想像したことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次

の事項を指導する。

ア 感じたことや想像したことから，表したいことを見付けて表すこと。

イ 好きな色を選んだり，いろいろな形をつくって楽しんだりしながら

表すこと。

ウ 身近な材料や扱いやすい用具を手を働かせて使うとともに，表し方

を考えて表すこと。

Ｂ 鑑 賞

(1) 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品や身近な材料などを楽しく見ること。
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イ 感じたことを話したり，友人の話を聞いたりするなどして，形や色，

表し方の面白さ，材料の感じなどに気付くこと。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。

イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目 標

(1) 進んで表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜

びを味わうようにする。

(2) 材料などから豊かな発想をし，手や体全体を十分に働かせ，表し方を工

夫し，造形的な能力を伸ばすようにする。

(3) 身近にある作品などから，よさや面白さを感じ取るようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 材料や場所などを基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導

する。

ア 身近な材料や場所などを基に発想してつくること。

イ 新しい形をつくるとともに，その形から発想したりみんなで話し合

って考えたりしながらつくること。

ウ 前学年までの材料や用具についての経験を生かし，組み合わせたり，

切ってつないだり，形を変えたりするなどしてつくること。

(2) 感じたこと，想像したこと，見たことを絵や立体，工作に表す活動を

通して，次の事項を指導する。

ア 感じたこと，想像したこと，見たことから，表したいことを見付け

て表すこと。

イ 表したいことや用途などを考えながら，形や色，材料などを生かし，

計画を立てるなどして表すこと。

ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うととも

に，表し方を考えて表すこと。

Ｂ 鑑 賞

(1) 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品や身近な美術作品や製作の過程などを鑑賞して，よ

さや面白さを感じ取ること。
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イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなど

して，いろいろな表し方や材料による感じの違いなどが分かること。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえる

こと。

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1) 創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす

喜びを味わうようにする。

(2) 材料などの特徴をとらえ，想像力を働かせて発想し，主題の表し方を構

想するとともに，様々な表し方を工夫し，造形的な能力を高めるようにす

る。

(3) 親しみのある作品などから，よさや美しさを感じ取るとともに，それら

を大切にするようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 材料や場所などの特徴を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項

を指導する。

ア 材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせてつくること。

イ 材料や場所などに進んでかかわり合い，それらを基に構成したり周

囲の様子を考え合わせたりしながらつくること。

ウ 前学年までの材料や用具などについての経験や技能を総合的に生か

してつくること。

(2) 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことを絵や立体，

工作に表す活動を通して，次の事項を指導する。

ア 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことから，表

したいことを見付けて表すこと。

イ 形や色，材料の特徴や構成の美しさなどの感じ，用途などを考えな

がら，表し方を構想して表すこと。

ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うととも

に，表現に適した方法などを組み合わせて表すこと。

Ｂ 鑑 賞
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(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品，我が国や諸外国の親しみのある美術作品，暮らし

の中の作品などを鑑賞して，よさや美しさを感じ取ること。

イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなど

して，表し方の変化，表現の意図や特徴などをとらえること。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な

特徴をとらえること。

イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成

する上で共通に必要となるものであり，表現及び鑑賞の各活動において十

分な指導が行われるよう工夫すること。

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(2)の指導に配当する授業時数につ

いては，工作に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に表すこ

との内容に配当する授業時数とおよそ等しくなるように計画すること。

(3) 第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については，「Ａ表現」との関

連を図るようにすること。ただし，指導の効果を高めるため必要がある場

合には，児童や学校の実態に応じて，独立して行うようにすること。

(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導については，適宜共同してつく

りだす活動を取り上げるようにすること。

(5) 低学年においては，生活科などとの関連を積極的に図り，指導の効果を

高めるようにすること。特に第１学年においては，幼稚園教育における表

現に関する内容などとの関連を考慮すること。

(6) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，図画工作科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 個々の児童が特性を生かした活動ができるようにするため，学習活動や

表現方法などに幅をもたせるようにすること。

(2) 各学年の「Ａ表現」の(2)については，児童や学校の実態に応じて，児

童が工夫して楽しめる程度の版に表す経験や焼成する経験ができるように
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すること。

(3) 材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に応じて，

当該学年より前の学年において初歩的な形で取り上げたり，その後の学年

で繰り返し取り上げたりすること。

ア 第１学年及び第２学年においては，土，粘土，木，紙，クレヨン，パ

ス，はさみ，のり，簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用いるこ

ととし，児童がこれらに十分に慣れることができるようにすること。

イ 第３学年及び第４学年においては，木切れ，板材，釘，水彩絵の具，
くぎ

小刀，使いやすいのこぎり，金づちなどを用いることとし，児童がこれ

らを適切に扱うことができるようにすること。

ウ 第５学年及び第６学年においては，針金，糸のこぎりなどを用いるこ

ととし，児童が表現方法に応じてこれらを活用できるようにすること。

(4) 事故防止に留意すること。

(5) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，児童や学校の実態に応じて，

地域の美術館などを利用したり，連携を図ったりすること。

３ 校内の適切な場所に作品を展示するなどし，平素の学校生活においてそれ

を鑑賞できるよう配慮するものとする。
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第８節 家 庭

第１ 目 標

衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，日常生活に必要な基礎的

・基本的な知識及び技能を身に付けるとともに，家庭生活を大切にする心情をは

ぐくみ，家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

1 目 標

(1) 衣食住や家族の生活などに関する実践的・体験的な活動を通して，自分

の成長を自覚するとともに，家庭生活への関心を高め，その大切さに気付

くようにする。

(2) 日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，身近な生

活に活用できるようにする。

(3) 自分と家族などとのかかわりを考えて実践する喜びを味わい，家庭生活

をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。

２ 内 容

Ａ 家庭生活と家族

(1) 自分の成長と家族について，次の事項を指導する。

ア 自分の成長を自覚することを通して，家庭生活と家族の大切さに気

付くこと。

(2) 家庭生活と仕事について，次の事項を指導する。

ア 家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり，自分

の分担する仕事ができること。

イ 生活時間の有効な使い方を工夫し，家族に協力すること。

(3) 家族や近隣の人々とのかかわりについて，次の事項を指導する。

ア 家族との触れ合いや団らんを楽しくする工夫をすること。

イ 近隣の人々とのかかわりを考え，自分の家庭生活を工夫すること。

Ｂ 日常の食事と調理の基礎

(1) 食事の役割について，次の事項を指導する。

ア 食事の役割を知り，日常の食事の大切さに気付くこと。

イ 楽しく食事をするための工夫をすること。
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(2) 栄養を考えた食事について，次の事項を指導する。

ア 体に必要な栄養素の種類と働きについて知ること。

イ 食品の栄養的な特徴を知り，食品を組み合わせてとる必要があるこ

とが分かること。

ウ １食分の献立を考えること。

(3) 調理の基礎について，次の事項を指導する。

ア 調理に関心をもち，必要な材料の分量や手順を考えて，調理計画を

立てること。

イ 材料の洗い方，切り方，味の付け方，盛り付け，配膳及び後片付け
ぜん

が適切にできること。

ウ ゆでたり，いためたりして調理ができること。

エ 米飯及びみそ汁の調理ができること。

オ 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこんろの安全

な取扱いができること。

Ｃ 快適な衣服と住まい

(1) 衣服の着用と手入れについて，次の事項を指導する。

ア 衣服の働きが分かり，衣服に関心をもって日常着の快適な着方を工

夫できること。

イ 日常着の手入れが必要であることが分かり，ボタン付けや洗濯がで

きること。

(2) 快適な住まい方について，次の事項を指導する。

ア 住まい方に関心をもって，整理・整頓や清掃の仕方が分かり工夫で
とん

きること。

イ 季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり，快適な住まい方を工

夫できること。

(3) 生活に役立つ物の製作について，次の事項を指導する。

ア 布を用いて製作する物を考え，形などを工夫し，製作計画を立てる

こと。

イ 手縫いや，ミシンを用いた直線縫いにより目的に応じた縫い方を考

えて製作し，活用できること。

ウ 製作に必要な用具の安全な取扱いができること。

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導する。

ア 物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えること。

イ 身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること。
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(2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導する。

ア 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを

工夫できること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 題材の構成に当たっては，児童の実態を的確にとらえるとともに，内容

相互の関連を図り，指導の効果を高めるようにすること。

(2) 「Ａ家庭生活と家族」の(1)のアについては，第４学年までの学習を踏

まえ２学年間の学習の見通しを立てさせるために，第５学年の最初に履修

させるとともに，「Ａ家庭生活と家族」から「Ｄ身近な消費生活と環境」

までの学習と関連させるようにすること。

(3) 「Ｂ日常の食事と調理の基礎」の(3)及び「Ｃ快適な衣服と住まい」の(3)

については，学習の効果を高めるため，２学年にわたって取り扱い，平易

なものから段階的に学習できるよう計画すること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，家庭科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「Ｂ日常の食事と調理の基礎」については，次のとおり取り扱うこと。

ア (2)のア及びイについては，五大栄養素と食品の体内での主な働きを

中心に扱うこと。

イ (3)のエについては，米飯やみそ汁が我が国の伝統的な日常食である

ことにも触れること。

ウ 食に関する指導については，家庭科の特質に応じて，食育の充実に資

するよう配慮すること。

(2) 「Ｃ快適な衣服と住まい」の(2)のイについては，主として暑さ・寒さ，

通風・換気及び採光を取り上げること。

(3) 「Ｄ身近な消費生活と環境」については，次のとおり取り扱うこと。

ア (1)のイについては，「Ａ家庭生活と家族」の(3)，「Ｂ日常の食事と調

理の基礎」の(3)並びに「Ｃ快適な衣服と住まい」の(2)及び(3)で扱う

用具や実習材料などの身近な物を取り上げること。

イ (2)については，「Ｂ日常の食事と調理の基礎」又は「Ｃ快適な衣服と

住まい」との関連を図り，実践的に学習できるようにすること。

３ 実習の指導については，次の事項に配慮するものとする。
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(1) 服装を整え，用具の手入れや保管を適切に行うこと。

(2) 事故の防止に留意して，熱源や用具，機械などを取り扱うこと。

(3) 調理に用いる食品については，生の魚や肉は扱わないなど，安全・衛生

に留意すること。

４ 家庭との連携を図り，児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に活

用するよう配慮するものとする。

５ 各内容の指導に当たっては，衣食住など生活の中の様々な言葉を実感を伴

って理解する学習活動や，自分の生活における課題を解決するために言葉や

図表などを用いて生活をよりよくする方法を考えたり，説明したりするなど

の学習活動が充実するよう配慮するものとする。
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第９節 体 育

第１ 目 標

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を

通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の

保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにすると

ともに，その基本的な動きを身に付け，体力を養う。

(2) だれとでも仲よくし，健康・安全に留意して意欲的に運動をする態度を

育てる。

２ 内 容

Ａ 体つくり運動

(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体

の基本的な動きができるようにする。

ア 体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整え

たり，みんなでかかわり合ったりするための手軽な運動や律動的な運

動をすること。

イ 多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスをとったり移動を

したりするとともに，用具の操作などをすること。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全

に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 体つくりのための簡単な運動の行い方を工夫できるようにする。

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア 固定施設を使った運動遊びでは，登り下りや懸垂移行，渡り歩きや

跳び下りをすること。

イ マットを使った運動遊びでは，いろいろな方向への転がり，手で支

えての体の保持や回転をすること。

ウ 鉄棒を使った運動遊びでは，支持しての上がり下り，ぶら下がりや
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易しい回転をすること。

エ 跳び箱を使った運動遊びでは，跳び乗りや跳び下り，手を着いての

またぎ乗りや跳び乗りをすること。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全

に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫できるようにする。

Ｃ 走・跳の運動遊び

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア 走の運動遊びでは，いろいろな方向に走ったり，低い障害物を走り

越えたりすること。

イ 跳の運動遊びでは，前方や上方に跳んだり，連続して跳んだりする

こと。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受

け入れたり，場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 走ったり跳んだりする簡単な遊び方を工夫できるようにする。

Ｄ 水遊び

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア 水に慣れる遊びでは，水につかったり移動したりすること。

イ 浮く・もぐる遊びでは，水に浮いたりもぐったり，水中で息を吐い

たりすること。

(2) 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って

安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 水中での簡単な遊び方を工夫できるようにする。

Ｅ ゲーム

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア ボールゲームでは，簡単なボール操作やボールを持たないときの動

きによって，的に当てるゲームや攻めと守りのあるゲームをすること。

イ 鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，追いかける，陣地を取り合う

などをすること。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受

け入れたり，場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 簡単な規則を工夫したり，攻め方を決めたりすることができるように

する。

Ｆ 表現リズム遊び

(1) 次の運動を楽しく行い，題材になりきったりリズムに乗ったりして踊
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ることができるようにする。

ア 表現遊びでは，身近な題材の特徴をとらえ全身で踊ること。

イ リズム遊びでは，軽快なリズムに乗って踊ること。

(2) 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく踊ったり，場の安全に気を

付けたりすることができるようにする。

(3) 簡単な踊り方を工夫できるようにする。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの

とする。

(2) 内容の「Ｆ表現リズム遊び」の(1)のイについては，簡単なフォークダ

ンスを含めて指導することができる。

(3) 地域や学校の実態に応じて歌や運動を伴う伝承遊び及び自然の中での運

動遊びを加えて指導することができる。

(4) 各領域の各内容については，運動と健康がかかわっていることの具体的

な考えがもてるよう指導すること。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目 標

(1) 活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基

本的な動きや技能を身に付け，体力を養う。

(2) 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，最後ま

で努力して運動をする態度を育てる。

(3) 健康な生活及び体の発育・発達について理解できるようにし，身近な生

活において健康で安全な生活を営む資質や能力を育てる。

２ 内 容

Ａ 体つくり運動

(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体

の基本的な動きができるようにする。

ア 体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整え

たり，みんなでかかわり合ったりするための手軽な運動や律動的な運

動をすること。

イ 多様な動きをつくる運動では，体のバランスや移動，用具の操作な

どとともに，それらを組み合わせること。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や用具

の安全に気を付けたりすることができるようにする。
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(3) 体つくりのための運動の行い方を工夫できるようにする。

Ｂ 器械運動

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。

ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技をすること。

イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技をすること。

ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技をすること。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や器械

・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題をもち，技ができるようにするための活動を

工夫できるようにする。

Ｃ 走・跳の運動

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア かけっこ・リレーでは，調子よく走ること。

イ 小型ハードル走では，小型ハードルを調子よく走り越えること。

ウ 幅跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。

エ 高跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受

け入れたり，場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにす

る。

(3) 自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動や競争

の仕方を工夫できるようにする。

Ｄ 浮く・泳ぐ運動

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア 浮く運動では，いろいろな浮き方やけ伸びをすること。

イ 泳ぐ運動では，補助具を使ってのキックやストローク，呼吸をしな

がらの初歩的な泳ぎをすること。

(2) 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，浮く・泳ぐ運動の心得

を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動を工夫

できるようにする。

Ｅ ゲーム

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。

ア ゴール型ゲームでは，基本的なボール操作やボールを持たないとき

の動きによって，易しいゲームをすること。

イ ネット型ゲームでは，ラリーを続けたり，ボールをつないだりして
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易しいゲームをすること。

ウ ベースボール型ゲームでは，蹴る，打つ，捕る，投げるなどの動き
け

によって，易しいゲームをすること。

(2) 運動に進んで取り組み，規則を守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け

入れたり，場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な作戦を立てたりするこ

とができるようにする。

Ｆ 表現運動

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したりリズムの

特徴をとらえたりして踊ることができるようにする。

ア 表現では，身近な生活などの題材からその主な特徴をとらえ，対比

する動きを組み合わせたり繰り返したりして踊ること。

イ リズムダンスでは，軽快なリズムに乗って全身で踊ること。

(2) 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく練習や発表をしたり，場の

安全に気を付けたりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題を見付け，練習や発表の仕方を工夫できるよ

うにする。

Ｇ 保 健

(1) 健康の大切さを認識するとともに，健康によい生活について理解でき

るようにする。

ア 心や体の調子がよいなどの健康の状態は，主体の要因や周囲の環境

の要因がかかわっていること。

イ 毎日を健康に過ごすには，食事，運動，休養及び睡眠の調和のとれ

た生活を続けること，また，体の清潔を保つことなどが必要であるこ

と。

ウ 毎日を健康に過ごすには，明るさの調節，換気などの生活環境を整

えることなどが必要であること。

(2) 体の発育・発達について理解できるようにする。

ア 体は，年齢に伴って変化すること。また，体の発育・発達には，個

人差があること。

イ 体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わった

り，初経，精通などが起こったりすること。また，異性への関心が芽

生えること。

ウ 体をよりよく発育・発達させるには，調和のとれた食事，適切な運

動，休養及び睡眠が必要であること。



- 85 -

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの

とする。

(2) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)については，地域や学校の実態に応じてフ

ォークダンスを加えて指導することができる。

(3) 内容の「Ｇ保健」については，(1)を第３学年，(2)を第４学年で指導す

るものとする。

(4) 内容の「Ｇ保健」の(1)については，学校でも，健康診断や学校給食な

ど様々な活動が行われていることについて触れるものとする。

(5) 内容の「Ｇ保健」の(2)については，自分と他の人では発育・発達など

に違いがあることに気付き，それらを肯定的に受け止めることが大切であ

ることについて触れるものとする。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1) 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうことができるように

するとともに，その特性に応じた基本的な技能を身に付け，体力を高める。

(2) 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の

最善を尽くして運動をする態度を育てる。

(3) 心の健康，けがの防止及び病気の予防について理解できるようにし，健

康で安全な生活を営む資質や能力を育てる。

２ 内 容

Ａ 体つくり運動

(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体

力を高めることができるようにする。

ア 体ほぐしの運動では，心と体の関係に気付いたり，体の調子を整え

たり，仲間と交流したりするための手軽な運動や律動的な運動をする

こと。

イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，体の柔らかさ及び巧みな

動きを高めるための運動，力強い動き及び動きを持続する能力を高め

るための運動をすること。

(2) 運動に進んで取り組み，助け合って運動をしたり，場や用具の安全に

気を配ったりすることができるようにする。

(3) 自己の体の状態や体力に応じて，運動の行い方を工夫できるようにす

る。
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Ｂ 器械運動

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。

ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技を安定して行うとともに，

その発展技を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせたりするこ

と。

イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技を安定して

行うとともに，その発展技を行ったり，それらを繰り返したり組み合

わせたりすること。

ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技を安定して行うとともに，

その発展技を行うこと。

(2) 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や器

械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫でき

るようにする。

Ｃ 陸上運動

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができる

ようにする。

ア 短距離走・リレーでは，一定の距離を全力で走ること。

イ ハードル走では，ハードルをリズミカルに走り越えること。

ウ 走り幅跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。

エ 走り高跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。

(2) 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や用

具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方，競争や記録への挑戦の仕方を

工夫できるようにする。

Ｄ 水 泳

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができる

ようにする。

ア クロールでは，続けて長く泳ぐこと。

イ 平泳ぎでは，続けて長く泳ぐこと。

(2) 運動に進んで取り組み，助け合って水泳をしたり，水泳の心得を守っ

て安全に気を配ったりすることができるようにする。

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫で

きるようにする。

Ｅ ボール運動
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(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができる

ようにする。

ア ゴール型では，簡易化されたゲームで，ボール操作やボールを受け

るための動きによって，攻防をすること。

イ ネット型では，簡易化されたゲームで，チームの連係による攻撃や

守備によって，攻防をすること。

ウ ベースボール型では，簡易化されたゲームで，ボールを打ち返す攻

撃や隊形をとった守備によって，攻防をすること。

(2) 運動に進んで取り組み，ルールを守り助け合って運動をしたり，場や

用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

(3) ルールを工夫したり，自分のチームの特徴に応じた作戦を立てたりす

ることができるようにする。

Ｆ 表現運動

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したり踊りの特

徴をとらえたりして踊ることができるようにする。

ア 表現では，いろいろな題材から表したいイメージをとらえ，即興的

な表現や簡単なひとまとまりの表現で踊ること。

イ フォークダンスでは，踊り方の特徴をとらえ，音楽に合わせて簡単

なステップや動きで踊ること。

(2) 運動に進んで取り組み，互いのよさを認め合い助け合って練習や発表

をしたり，場の安全に気を配ったりすることができるようにする。

(3) 自分やグループの課題の解決に向けて，練習や発表の仕方を工夫でき

るようにする。

Ｇ 保 健

(1) 心の発達及び不安，悩みへの対処について理解できるようにする。

ア 心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達すること。

イ 心と体は，相互に影響し合うこと。

ウ 不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ，運

動をするなどいろいろな方法があること。

(2) けがの防止について理解するとともに，けがなどの簡単な手当ができ

るようにする。

ア 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止

には，周囲の危険に気付くこと，的確な判断の下に安全に行動するこ

と，環境を安全に整えることが必要であること。

イ けがの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。
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(3) 病気の予防について理解できるようにする。

ア 病気は，病原体，体の抵抗力，生活行動，環境がかかわり合って起

こること。

イ 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には，病原体が体に入

るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要であ

ること。

ウ 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防に

は，栄養の偏りのない食事をとること，口腔の衛生を保つことなど，
くう

望ましい生活習慣を身に付ける必要があること。

エ 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること。

オ 地域では，保健にかかわる様々な活動が行われていること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの

とする。また，(1)のイについては，体の柔らかさ及び巧みな動きを高め

ることに重点を置いて指導するものとする。

(2) 内容の「Ｄ水泳」の(1)については，水中からのスタートを指導するも

のとする。また，学校の実態に応じて背泳ぎを加えて指導することができ

る。

(3) 内容の「Ｅボール運動」の(1)については，アはバスケットボール及び

サッカーを，イはソフトバレーボールを，ウはソフトボールを主として取

り扱うものとするが，これらに替えてそれぞれの型に応じたハンドボール

などのその他のボール運動を指導することもできるものとする。なお，学

校の実態に応じてウは取り扱わないことができる。

(4) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)については，地域や学校の実態に応じてリ

ズムダンスを加えて指導することができる。

(5) 内容の「Ｇ保健」については，(1)及び(2)を第５学年，(3)を第６学年

で指導するものとする。

(6) 内容の「Ａ体つくり運動」の(1)のアと「Ｇ保健」の(1)のウについては，

相互の関連を図って指導するものとする。

(7) 内容の「Ｇ保健」の(3)のエの薬物については，有機溶剤の心身への影

響を中心に取り扱うものとする。また，覚せい剤等についても触れるもの

とする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
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(1) 地域や学校の実態を考慮するとともに，個々の児童の運動経験や技能の

程度などに応じた指導や児童自らが運動の課題の解決を目指す活動を行え

るよう工夫すること。

(2) 一部の領域の指導に偏ることのないよう授業時数を配当すること。

(3) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」に配当する授業時数は，

２学年間で８単位時間程度，また，第２の第５学年及び第６学年の内容の

「Ｇ保健」に配当する授業時数は，２学年間で16単位時間程度とすること。

(4) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」並びに第５学年及び第

６学年の内容の「Ｇ保健」（以下「保健」という。）については，効果的な

学習が行われるよう適切な時期に，ある程度まとまった時間を配当するこ

と。

(5) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，体育科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「Ａ体つくり運動」の(1)のアについては，各学年の各領域においても

その趣旨を生かした指導ができること。

(2) 「Ｄ水遊び」，「Ｄ浮く・泳ぐ運動」及び「Ｄ水泳」の指導については，

適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができる

が，これらの心得については，必ず取り上げること。

(3) 集合，整頓，列の増減などの行動の仕方を身に付け，能率的で安全な集
とん

団としての行動ができるようにするための指導については，「Ａ体つくり

運動」をはじめとして，各学年の各領域（保健を除く。）において適切に

行うこと。

(4) 自然とのかかわりの深い雪遊び，氷上遊び，スキー，スケート，水辺活

動などの指導については，地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに

留意すること。

(5) 保健の内容のうち食事，運動，休養及び睡眠については，食育の観点も

踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するとともに，保

健を除く第３学年以上の各領域及び学校給食に関する指導においても関連

した指導を行うよう配慮すること。

(6) 保健の指導に当たっては，知識を活用する学習活動を取り入れるなどの

指導方法の工夫を行うこと。
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第３章 道 徳

第１ 目 標

道徳教育の目標は，第１章総則の第１の２に示すところにより，学校の教育活

動全体を通じて，道徳的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳性を養うこ

ととする。

道徳の時間においては，以上の道徳教育の目標に基づき，各教科，外国語活動，

総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら，

計画的，発展的な指導によってこれを補充，深化，統合し，道徳的価値の自覚及

び自己の生き方についての考えを深め，道徳的実践力を育成するものとする。

第２ 内 容

道徳の時間を 要 として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，
かなめ

次のとおりとする。

〔第１学年及び第２学年〕

１ 主として自分自身に関すること。

(1) 健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがま

まをしないで，規則正しい生活をする。

(2) 自分がやらなければならない勉強や仕事は，しっかりと行う。

(3) よいことと悪いことの区別をし，よいと思うことを進んで行う。

(4) うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活する。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。

(1) 気持ちのよいあいさつ，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接する。

(2) 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し，親切にする。

(3) 友達と仲よくし，助け合う。

(4) 日ごろ世話になっている人々に感謝する。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1) 生きることを喜び，生命を大切にする心をもつ。

(2) 身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接する。

(3) 美しいものに触れ，すがすがしい心をもつ。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1) 約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にする。

(2) 働くことのよさを感じて，みんなのために働く。
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(3) 父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つ

喜びを知る。

(4) 先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくする。

(5) 郷土の文化や生活に親しみ，愛着をもつ。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 主として自分自身に関すること。

(1) 自分でできることは自分でやり，よく考えて行動し，節度のある生活を

する。

(2) 自分でやろうと決めたことは，粘り強くやり遂げる。

(3) 正しいと判断したことは，勇気をもって行う。

(4) 過ちは素直に改め，正直に明るい心で元気よく生活する。

(5) 自分の特徴に気付き，よい所を伸ばす。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。

(1) 礼儀の大切さを知り，だれに対しても真心をもって接する。

(2) 相手のことを思いやり，進んで親切にする。

(3) 友達と互いに理解し，信頼し，助け合う。

(4) 生活を支えている人々や高齢者に，尊敬と感謝の気持ちをもって接する。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1) 生命の尊さを感じ取り，生命あるものを大切にする。

(2) 自然のすばらしさや不思議さに感動し，自然や動植物を大切にする。

(3) 美しいものや気高いものに感動する心をもつ。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1) 約束や社会のきまりを守り，公徳心をもつ。

(2) 働くことの大切さを知り，進んでみんなのために働く。

(3) 父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくる。

(4) 先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合って楽しい学級をつくる。

(5) 郷土の伝統と文化を大切にし，郷土を愛する心をもつ。

(6) 我が国の伝統と文化に親しみ，国を愛する心をもつとともに，外国の人

々や文化に関心をもつ。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 主として自分自身に関すること。

(1) 生活習慣の大切さを知り，自分の生活を見直し，節度を守り節制に心掛

ける。
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(2) より高い目標を立て，希望と勇気をもってくじけないで努力する。

(3) 自由を大切にし，自律的で責任のある行動をする。

(4) 誠実に，明るい心で楽しく生活する。

(5) 真理を大切にし，進んで新しいものを求め，工夫して生活をよりよくす

る。

(6) 自分の特徴を知って，悪い所を改めよい所を積極的に伸ばす。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。

(1) 時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接する。

(2) だれに対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にする。

(3) 互いに信頼し，学び合って友情を深め，男女仲よく協力し助け合う。

(4) 謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見や立場を大切にする。

(5) 日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝

し，それにこたえる。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1) 生命がかけがえのないものであることを知り，自他の生命を尊重する。

(2) 自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする。

(3) 美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をも
い

つ。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1) 公徳心をもって法やきまりを守り，自他の権利を大切にし進んで義務を

果たす。

(2) だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正，公平にし，

正義の実現に努める。

(3) 身近な集団に進んで参加し，自分の役割を自覚し，協力して主体的に責

任を果たす。

(4) 働くことの意義を理解し，社会に奉仕する喜びを知って公共のために役

に立つことをする。

(5) 父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に立つことをす

る。

(6) 先生や学校の人々への敬愛を深め，みんなで協力し合いよりよい校風を

つくる。

(7) 郷土や我が国の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，郷土や国を

愛する心をもつ。

(8) 外国の人々や文化を大切にする心をもち，日本人としての自覚をもって

世界の人々と親善に努める。
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 各学校においては，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教

師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力して道徳

教育を展開するため，次に示すところにより，道徳教育の全体計画と道徳の

時間の年間指導計画を作成するものとする。

(1) 道徳教育の全体計画の作成に当たっては，学校における全教育活動との

関連の下に，児童，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重

点目標を設定するとともに，第２に示す道徳の内容との関連を踏まえた各

教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容

及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。

(2) 道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては，道徳教育の全体計画に

基づき，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動との関連

を考慮しながら，計画的，発展的に授業がなされるよう工夫すること。そ

の際，第２に示す各学年段階ごとの内容項目について，児童や学校の実態

に応じ，２学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした

指導を行うよう工夫すること。ただし，第２に示す各学年段階ごとの内容

項目は相当する各学年においてすべて取り上げること。なお，特に必要な

場合には，他の学年段階の内容項目を加えることができること。

(3) 各学校においては，各学年を通じて自立心や自律性，自他の生命を尊重

する心を育てることに配慮するとともに，児童の発達の段階や特性等を踏

まえ，指導内容の重点化を図ること。特に低学年ではあいさつなどの基本

的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間とし

てしてはならないことをしないこと，中学年では集団や社会のきまりを守

り，身近な人々と協力し助け合う態度を身に付けること，高学年では法や

きまりの意義を理解すること，相手の立場を理解し，支え合う態度を身に

付けること，集団における役割と責任を果たすこと，国家・社会の一員と

しての自覚をもつことなどに配慮し，児童や学校の実態に応じた指導を行

うよう工夫すること。また，高学年においては，悩みや葛藤等の心の揺れ，
かっとう

人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ，自己の生き方についての考

えを一層深められるよう指導を工夫すること。

２ 第２に示す道徳の内容は，児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり，

道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別

活動においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その

際，児童自らが成長を実感でき，これからの課題や目標が見付けられるよう
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工夫する必要がある。

３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導などについて工夫し，

道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。

(2) 集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動を生か

すなど，児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこ

と。

(3) 先人の伝記，自然，伝統と文化，スポーツなどを題材とし，児童が感動

を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して，児童の発達の段階や

特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

(4) 自分の考えを基に，書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充

実し，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成長

を実感できるよう工夫すること。

(5) 児童の発達の段階や特性等を考慮し，第２に示す道徳の内容との関連を

踏まえ，情報モラルに関する指導に留意すること。

４ 道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整える

とともに，学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるように

する必要がある。また，道徳の時間の授業を公開したり，授業の実施や地域

教材の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得た

りするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図るよう配

慮する必要がある。

５ 児童の道徳性については，常にその実態を把握して指導に生かすよう努め

る必要がある。ただし，道徳の時間に関して数値などによる評価は行わない

ものとする。
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第４章 外国語活動

第１ 目 標

外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣

れ親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う。

第２ 内 容

〔第５学年及び第６学年〕

１ 外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう，次

の事項について指導する。

(1) 外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。

(2) 積極的に外国語を聞いたり，話したりすること。

(3) 言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。

２ 日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができるよ

う，次の事項について指導する。

(1) 外国語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日本語との違いを知

り，言葉の面白さや豊かさに気付くこと。

(2) 日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見方

や考え方があることに気付くこと。

(3) 異なる文化をもつ人々との交流等を体験し，文化等に対する理解を深め

ること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 外国語活動においては，英語を取り扱うことを原則とすること。

(2) 各学校においては，児童や地域の実態に応じて，学年ごとの目標を適切

に定め，２学年間を通して外国語活動の目標の実現を図るようにすること。

(3) 第２の内容のうち，主として言語や文化に関する２の内容の指導につい

ては，主としてコミュニケーションに関する１の内容との関連を図るよう

にすること。その際，言語や文化については体験的な理解を図ることとし，

指導内容が必要以上に細部にわたったり，形式的になったりしないように
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すること。

(4) 指導内容や活動については，児童の興味・関心にあったものとし，国語

科，音楽科，図画工作科などの他教科等で児童が学習したことを活用する

などの工夫により，指導の効果を高めるようにすること。

(5) 指導計画の作成や授業の実施については，学級担任の教師又は外国語活

動を担当する教師が行うこととし，授業の実施に当たっては，ネイティブ

・スピーカーの活用に努めるとともに，地域の実態に応じて，外国語に堪
たん

能な地域の人々の協力を得るなど，指導体制を充実すること。

(6) 音声を取り扱う場合には，ＣＤ，ＤＶＤなどの視聴覚教材を積極的に活

用すること。その際，使用する視聴覚教材は，児童，学校及び地域の実態

を考慮して適切なものとすること。

(7) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，外国語活動の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) ２学年間を通じ指導に当たっては，次のような点に配慮するものとする。

ア 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，児童の発達の段

階を考慮した表現を用い，児童にとって身近なコミュニケーションの場

面を設定すること。

イ 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，音声面を中心と

し，アルファベットなどの文字や単語の取扱いについては，児童の学習

負担に配慮しつつ，音声によるコミュニケーションを補助するものとし

て用いること。

ウ 言葉によらないコミュニケーションの手段もコミュニケーションを支

えるものであることを踏まえ，ジェスチャーなどを取り上げ，その役割

を理解させるようにすること。

エ 外国語活動を通して，外国語や外国の文化のみならず，国語や我が国

の文化についても併せて理解を深めることができるようにすること。

オ 外国語でのコミュニケーションを体験させるに当たり，主として次に

示すようなコミュニケーションの場面やコミュニケーションの働きを取
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り上げるようにすること。

〔コミュニケーションの場面の例〕

(ｱ) 特有の表現がよく使われる場面

・ あいさつ ・ 自己紹介 ・ 買物

・ 食事 ・ 道案内 など

(ｲ) 児童の身近な暮らしにかかわる場面

・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動

・ 地域の行事 ・ 子どもの遊び など

〔コミュニケーションの働きの例〕

(ｱ) 相手との関係を円滑にする

(ｲ) 気持ちを伝える

(ｳ) 事実を伝える

(ｴ) 考えや意図を伝える

(ｵ) 相手の行動を促す

(2) 児童の学習段階を考慮して各学年の指導に当たっては，次のような点に

配慮するものとする。

ア 第５学年における活動

外国語を初めて学習することに配慮し，児童に身近で基本的な表現を

使いながら，外国語に慣れ親しむ活動や児童の日常生活や学校生活にか

かわる活動を中心に，友達とのかかわりを大切にした体験的なコミュニ

ケーション活動を行うようにすること。

イ 第６学年における活動

第５学年の学習を基礎として，友達とのかかわりを大切にしながら，

児童の日常生活や学校生活に加え，国際理解にかかわる交流等を含んだ

体験的なコミュニケーション活動を行うようにすること。
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第５章 総合的な学習の時間

第１ 目 標

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとと

もに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的，協同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにす

る。

第２ 各学校において定める目標及び内容

１ 目 標

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

目標を定める。

２ 内 容

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

内容を定める。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては，学校における全教育活

動との関連の下に，目標及び内容，育てようとする資質や能力及び態度，

学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示すこと。

(2) 地域や学校，児童の実態等に応じて，教科等の枠を超えた横断的・総合

的な学習，探究的な学習，児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫

を生かした教育活動を行うこと。

(3) 第２の各学校において定める目標及び内容については，日常生活や社会

とのかかわりを重視すること。

(4) 育てようとする資質や能力及び態度については，例えば，学習方法に関

すること，自分自身に関すること，他者や社会とのかかわりに関すること

などの視点を踏まえること。

(5) 学習活動については，学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環

境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動，児童の

興味・関心に基づく課題についての学習活動，地域の人々の暮らし，伝統
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と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行う

こと。

(6) 各教科，道徳，外国語活動及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相

互に関連付け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働くように

すること。

(7) 各教科，道徳，外国語活動及び特別活動の目標及び内容との違いに留意

しつつ，第１の目標並びに第２の各学校において定める目標及び内容を踏

まえた適切な学習活動を行うこと。

(8) 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において

適切に定めること。

(9) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，総合的な学習の時間の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学校において定める目標及び内容に基づき，児童の学習状況に

応じて教師が適切な指導を行うこと。

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては，他者と協同して問題を解決し

ようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりするな

どの学習活動が行われるようにすること。

(3) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動な

どの体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積

極的に取り入れること。

(4) 体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目

標及び内容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けるこ

と。

(5) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人

々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制につ

いて工夫を行うこと。

(6) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習

環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

(7) 国際理解に関する学習を行う際には，問題の解決や探究活動に取り組む

ことを通して，諸外国の生活や文化などを体験したり調査したりするなど

の学習活動が行われるようにすること。

(8) 情報に関する学習を行う際には，問題の解決や探究活動に取り組むこと
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を通して，情報を収集・整理・発信したり，情報が日常生活や社会に与え

る影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。
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第６章 特 別 活 動

第１ 目 標

望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集

団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を

育てるとともに，自己の生き方についての考えを深め，自己を生かす能力を養う。

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

１ 目 標

学級活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員として学級や

学校におけるよりよい生活づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主

的，実践的な態度や健全な生活態度を育てる。

２ 内 容

〔第１学年及び第２学年〕

学級を単位として，仲良く助け合い学級生活を楽しくするとともに，日常

の生活や学習に進んで取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこ

と。

〔第３学年及び第４学年〕

学級を単位として，協力し合って楽しい学級生活をつくるとともに，日常

の生活や学習に意欲的に取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこ

と。

〔第５学年及び第６学年〕

学級を単位として，信頼し支え合って楽しく豊かな学級や学校の生活をつ

くるとともに，日常の生活や学習に自主的に取り組もうとする態度の向上に

資する活動を行うこと。

〔共通事項〕

(1) 学級や学校の生活づくり

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決

イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理

ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 日常の生活や学習への適応及び健康安全

ア 希望や目標をもって生きる態度の形成
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イ 基本的な生活習慣の形成

ウ 望ましい人間関係の形成

エ 清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解

オ 学校図書館の利用

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

〔児童会活動〕

１ 目 標

児童会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員としてより

よい学校生活づくりに参画し，協力して諸問題を解決しようとする自主的，

実践的な態度を育てる。

２ 内 容

学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上を

図る活動を行うこと。

(1) 児童会の計画や運営

(2) 異年齢集団による交流

(3) 学校行事への協力

〔クラブ活動〕

１ 目 標

クラブ活動を通して，望ましい人間関係を形成し，個性の伸長を図り，集

団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的，

実践的な態度を育てる。

２ 内 容

学年や学級の所属を離れ，主として第４学年以上の同好の児童をもって組

織するクラブにおいて，異年齢集団の交流を深め，共通の興味・関心を追求

する活動を行うこと。

(1) クラブの計画や運営

(2) クラブを楽しむ活動

(3) クラブの成果の発表

〔学校行事〕

１ 目 標

学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感
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を深め，公共の精神を養い，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主

的，実践的な態度を育てる。

２ 内 容

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充

実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

(1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，

新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2) 文化的行事

平素の学習活動の成果を発表し，その向上の意欲を一層高めたり，文化

や芸術に親しんだりするような活動を行うこと。

(3) 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め，安全な

行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯

感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。
かん

(4) 遠足・集団宿泊的行事

自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって，見聞

を広め，自然や文化などに親しむとともに，人間関係などの集団生活の在

り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活

動を行うこと。

(5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの

社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 特別活動の全体計画や各活動・学校行事の年間指導計画の作成に当たっ

ては，学校の創意工夫を生かすとともに，学級や学校の実態や児童の発達

の段階などを考慮し，児童による自主的，実践的な活動が助長されるよう

にすること。また，各教科，道徳，外国語活動及び総合的な学習の時間な

どの指導との関連を図るとともに，家庭や地域の人々との連携，社会教育

施設等の活用などを工夫すること。

(2) 〔学級活動〕などにおいて，児童が自ら現在及び将来の生き方を考える

ことができるよう工夫すること。

(3) 〔クラブ活動〕については，学校や地域の実態等を考慮しつつ児童の興
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味・関心を踏まえて計画し実施できるようにすること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，特別活動の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 〔学級活動〕，〔児童会活動〕及び〔クラブ活動〕の指導については，指

導内容の特質に応じて，教師の適切な指導の下に，児童の自発的，自治的

な活動が効果的に展開されるようにするとともに，内容相互の関連を図る

よう工夫すること。また，よりよい生活を築くために集団としての意見を

まとめるなどの話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活動，人間

関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。

(2) 〔学級活動〕については，学級，学校及び児童の実態，学級集団の育成

上の課題や発達の課題及び第３章道徳の第３の１の(3)に示す道徳教育の

重点などを踏まえ，各学年段階において取り上げる指導内容の重点化を図

るとともに，必要に応じて，内容間の関連や統合を図ったり，他の内容を

加えたりすることができること。また，学級経営の充実を図り，個々の児

童についての理解を深め，児童との信頼関係を基礎に指導を行うとともに，

生徒指導との関連を図るようにすること。

(3) 〔児童会活動〕の運営は，主として高学年の児童が行うこと。

(4) 〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各種類

ごとに，行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を

図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては，異年齢集団に

よる交流，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や

社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験活動を通して気付いた

ことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりするなどの活動を充実

するよう工夫すること。

３ 入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとと

もに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。
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